
第54回山梨県消防団員操法大会
甲州市消防団神金分団が準優勝！
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　7月28日、山梨県消防学校（中央市）で行
われた第54回山梨県消防団員操法大会「小
型ポンプ操法」において、東山梨支部の代表
として、甲州市消防団神金分団が出場し準
優勝しました。
　地域における消防・防災のリーダーとし
て市民の皆さまの安心と安全を守るため、
甲州市消防団は活動、訓練をしています。

第36回下水道まつりのお知らせ
　9月10日の「下水道の日」にあわせて、どなたでも楽しみながら
下水道のことが学べるように、たくさんの催し物を用意しました。
　ぜひご来場ください。
日　時	 9月8日（日）	午前10時～午後2時	※雨天決行
場　所	 釜無川浄化センター（南巨摩郡富士川町長澤1790番地）
催し物	 下水道施設見学会、下水道探険ツアー、ミニ下水道展、
	 水質実験コーナー、マイエコバック作りなど
	 ※雨天時には、一部の催し物が中止となる場合があります。

主　催	 山梨県、釜無川流域下水道推進協議会、
	 （公財）山梨県下水道公社

	釜無川浄化センター　☎0556-22-8511

〒404-8501　山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1　☎0553-32-2111　℻0553-32-1818　ホームページアドレス／https://www.city.koshu.yamanashi.jp　メールアドレス／ info@city.koshu.yamanashi.jp
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人口  29,221人（-40）  男  14,145人（-15）  女  15,076人（-25）  世帯数  13,099世帯（+2）2024.8.1現在 （　）内は前月比
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人口と世帯

選ぶ、楽しさ。
昭和堂

創業98年昭和堂
☎
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00～19：00
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24時間以内に放送された
防災行政無線の内容を
確認できます。

いまの放送聞き逃した！
そんなときは…
☎0553-33-9900へ!
通話料がかかります

防災行政無線

『地域情報や魅力の発見・発信事業』

募集

　甲州市の地域情報や魅力、移住情報を県内外に発信するための
「甲州らいふ（冊子版・WEB版）」や各種イベントのチラシなどを作
成する協力者を募集します。これまでの経歴や作品（作風）がわか
る資料などをご用意のうえ、お問い合わせください。

　今から20年前、甲州市は樋口一葉ゆかりの地であることから、日本銀行
より5千円札の最初の製造券（最初から5番目）を寄贈していただきました。
　そのご縁から、7月3日の新紙幣発行開始に伴い、日本銀行より5千円札
の最終製造券（最後から3番目）も寄贈していただきました。
　貴重な展示機会となりますので、ぜひご覧ください。

展示場所　甲州市民文化会館	歴史民俗資料室
開館時間　月曜・祝日を除く午前９時～午後５時
※開館時間は変更となる場合がありますのでお問い合わせください。

◆イラストや写真が得意
◆web知識が豊富
◆雑誌の校正や編集経験がある方
◆移住者大歓迎!!
◆知り合い・仲間づくり
　甲州市のことをもっと知りたい、貢献した
いという方もお待ちしています。
	政策秘書課	地域未来戦略室　☎32-5037

※窓口へお越しの場合は事前にご連絡ください。

seisaku@city.koshu.lg.jp（随時受付） 	生涯学習課	公民館担当　☎32-1411

樋口一葉 5千円札の最終製造券を展示
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もしも災害が起こったら、
自分の身を自分で守るための行動をしましょう。

甲州市防災士連絡会からのアドバイス

緊急時に備えて、まずは食料品備蓄をはじめましょう

　特別に専用のものを買い備えるということではなく、日常使っている物を一部保管し、
使ったら補充するという考え方です。賞味期限を考えながら計画的に消費し、消費した分
を新たに購入するようにします。

ローリングストック

●災害は忘れたころにやってきます
　実際は「忘れる前にやってきているが、どう対応するか忘れている」
●災害に備えるために
　過去の経験を活かし、経験に学ぶこと。その為には、過去を振り返り、教訓を見つけて、改善を
続けることが大切です。

「甲州市防災士連絡会の活動」
　阪神淡路大震災を教訓として、自然災害から犠牲者や被害を減らす「減災」のため、地域の
防災力を高めるために防災士制度が生まれました。
　甲州市防災士連絡会は、現在、市内在住の防災士51名が入会しています。本会は、甲州市
が「災害に強い安全で安心なまち」となることを目指し、意見交換や研修会等によりスキル
アップを図り、災害による被害の軽減に貢献することを目的に活動しています。

出典参考：「防災特集」(首相官邸ホームページ)

出典参考：「食品ストックガイド概要版」(農林水産省)をもとに作成

　台風や大雨の危険が近づいていると
いうニュースや気象情報を見聞きした
ら、危険な場所には近づかないように
しましょう。また、災害への備えをも
う一度確認して下さい。  
• 非常用持ち出し品の点検をする。 
• 避難場所までの道順を確認する。

　避難指示があった場合は、慌てず速
やかに避難しましょう。  
• 避難の前には、必ず火の始末をする。  
• 避難の際の持ち物は最小限にして、背

中に背負うなど両手が自由に使えるよ
うにする。

※忘れ物をした場合も、取りに戻るのは危険です
のでやめましょう！

　地震の揺れを感じた場合や緊急地震
速報を確認した場合は、慌てず、まず身
の安全を確保してください！

家の中では…
• 頭を保護し、丈夫な机の下など安全な

場所に避難する。
• 慌てて外へ飛び出さない。
• 無理に火を消そうとしない。

人が大勢いる施設では…
• 係員の指示に従う。 
• 慌てて出口に走り出さない。

屋外（街）では… 
• ブロック塀の倒壊に注意する。  
• 看板や割れたガラスの落下に注意す

る。

地　震 台風・大雨

／主食（エネルギー・炭水化物）／
米  2kg×2袋

※1袋消費したら1袋買い足す（1人1食75g程度）
乾麺（うどん・そば・そうめん・パスタ）

・そうめん2袋（300g／袋）
・パスタ2袋（600g／袋）

カップ麺類  6個
パックご飯  6個
その他（適宜）

・1L牛乳　・シリアルなど

／副菜・その他（適宜）／
日持ちする野菜類  たまねぎ、じゃがいも等
調味料  砂糖、塩、しょうゆ、めんつゆ等
梅干し、のり、乾燥わかめ等
インスタントみそ汁や即席スープ
野菜ジュース、果汁ジュース等

／必需品／
水  2L×6本×4箱

※1人1日およそ3L程度（飲料水＋調理用水）
カセットコンロ  12本

※1人1週間およそ6本程度

／主菜（タンパク質）／
レトルト食品

・牛丼の素、カレー等 18個
・パスタソース 6個

缶詰（肉・魚）  お好みのもの 18缶

家庭備蓄の例
（1週間分／大人2人の場合）

最低3日分、
できれば7日分備えましょう!!
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防災の心得

　災害の被害を最小限に抑えるためには、自助・共助・公助それぞれの取
り組みが連携し、災害への対応力を高めていくことが大切です。近年、集中豪雨や大型の台風が全国各地
で猛威を振るっており、尊い命が奪われるなど、甚大な被害が発生しています。また、近い将来発生が予
想されている南海トラフ地震などの巨大地震により、大きな被害が懸念されています。
　大規模災害時において、公助だけでは限界があり、自助・共助による取り組みが必要不可欠です。自然
災害の被害を最小限に抑えるためには、行政による「公助」だけでなく、自分の身は自分で守る「自助」によ
る備えや、地域住民が互いに助け合う「共助」の役割を担うことが大変重要です。平時から「自分の身は自
分で守る」という意識で準備をしておきましょう。

共助

自助

公助
連携

自助　自分の身は自分で守る
共助　自分たちの地域は自分たちで守る
公助　行政など公的機関による対応

●積極的に災害情報を入手しましょう。
  災害情報は、気象情報をもとに市が避難の呼びかけをしますが、住民一人ひとりが積極的にテレビ・ラジ
オや各種ホームページを通じて気象、避難情報を入手し、早めの避難に役立ててください。

避難の知識

1  避難所や避難経路を確認する
●ハザードマップを活用して、避難所を確認しましょう。
　避難経路は複数決めておき、一度家族全員で歩いて下見をしておきましょう。
●自宅最寄りの避難所だけではなく、職場や子どもの通学路の最寄りの避難所や、

万が一家族が離れ離れになったときの集合場所を確認しておきましょう。
2  家族の連絡先を確認する

●家族の職場や学校の所在地、電話番号を確認しておきましょう。
●親戚や友人など、非常時の連絡先を確認しておきましょう。
●災害伝言ダイヤル「171」や災害用伝言版など、緊急時の連絡方法を確認し、その使い方を

知っておきましょう。
3  防災備蓄品や非常持出品をチェックする

●家族で必要なものが揃っているか、その保管場所がどこかを確認しましょう。
●飲料水や非常食は定期的に取り換え、懐中電灯やラジオも定期的に動作するか確認しましょ

う。
4  自宅の危険個所をチェックする

●家の中でどこが一番安全か考えてみましょう。
●家具類やガラスなど、家の中の安全点検をしましょう。
●屋根や家まわり(プロパンガスやブロック塀など)の危険個所の点検と補強をしましょう。
5  地域の防災活動に積極的に参加しましょう

●地域の自主防災組織などが開催する防災訓練や避難訓練に家族全員で参加し、普段から地域
で協力しあう体制を築いていきましょう。

　市では避難指示等の「避難情報」や「避難所開設情報」を広く伝達するために、さまざまな情
報伝達手段を用いて、情報発信を行っています。
○メール配信サービス

　市の防災行政放送を、携帯メールやパソコンで確認できる配信サービスです。
※右の登録用二次元バーコードまたは市ホームページをご覧ください。

○公式LINEアカウントでは防災情報や行政情報を配信しています。

 総務課防災機器管理室 行政・危機管理担当　☎32-5041

メール配信

公式LINE

●避難に関する情報
　災害が発生する恐れがある場合には、防災無線等により避難情報を発令します。災害時には正しい
行動をとることが大切です。危険を感じた場合は、避難情報が発令される前に避難する、避難所への避
難が難しいと判断した場合は、屋内での安全確保に切り替えるなど、自分の判断で避難することが大切
です。「高齢者等避難」や「避難指示」の避難情報が発令されても自宅にいた方が安全な方は、避難所に避
難する必要はありません。自宅に留まる在宅避難をしましょう。災害が差し迫った状況で危険な場所
にいる方は、躊躇なく避難しましょう。その際は、非常持出品を携行しましょう。

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない
等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報では
ありません。

※2 避難指示は、令和3年の災害対策基本法改正以前の避難
勧告のタイミングで発令されることになります。

※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の
行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を
感じたら自主的に避難するタイミングです。

出典：内閣府（防災担当）

その場でできる！1分間の防災訓練！
シェイクアウト訓練（自主参加型の地震防災訓練）
に参加登録しましょう！

訓練の目的
　本市に甚大な被害を及ぼすと想定される「曽根丘陵断層」などによる地震は、平成28年4月に発生した
熊本地震と同じ内陸型地震であり、令和6年1月1日に発生した能登半島地震と同等の震度7の揺れが想定
されています。私たちが自分の身を守るためには、過去の災害を教訓とし、日頃から防災対策を行うこと
が重要です。
　そこで、本市は、県、山梨市および笛吹市と連携し、地震発生時に自分の身を守る「シェイクアウト訓練」
を実施します。「シェイクアウト訓練」は、参加者が一斉に身を守るための行動を行う、誰でも気軽にでき
る訓練です。皆さまの積極的な参加をお願いします！

実施日時  11月5日（火）午前10時〜1分間
 ※当日参加できない場合は、都合の良い日時で実施してください。

訓練場所  自宅や職場など、どこでも参加可能
訓練想定  「曽根丘陵断層」を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生し、甲州市、山梨市

 および笛吹市で震度7の揺れを観測
参加登録  事前に申込フォームから参加登録をしましょう！

 https://www.pref.yamanashi.jp/kt-kenminc/r6shakeout/form.html
登録期間  11月4日（月）まで 登録はこちら

住
民

気
象
庁

気象庁ホームページ
河川情報センター 等

防災行政無線
市ホームページ 等

報道機関
テレビ・ラジオ

甲州市
気象関連情報 等

気象情報 避難情報
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 政策秘書課 政策調整担当　☎32-5064

　令和6年1月1日～令和7年3月31日の間に、婚姻の届出を行い受理された夫婦の世帯また
は甲州市パートナーシップ宣誓の取り扱いに関する要綱に基づく宣誓書等受領証等の交付
を受けたまたは山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱に基づく受領証の交付を受けた
パートナー同士（以下「夫婦等」という。）の世帯で、以下の要件をすべて満たす世帯

1 	結婚等の日における夫婦等の年齢がいずれも39歳以下であること
2 	夫婦等の合計所得額（取得できる最新年度の所得証明書の額）が500万円未満であるこ
と（夫婦等の双方または一方が貸与型奨学金の返済を行っていた場合は、当該所得証明
書の証明する期間と同一期間に返済した貸与型奨学金の額を夫婦等の合計所得額から
控除した額が500万円未満）

3 	補助金交付申請日から夫婦等の双方または一方が5年以上継続して本市に居住する意
思があること

4 	夫婦等のいずれも、市税等に滞納がないこと
5 	夫婦等のいずれも、本市または他の自治体が実施する地域少子化対策重点推進交付金に
基づく結婚新生活支援事業に係る補助金その他の公的制度による住宅に係る補助等を
受けていないこと

6 	補助金交付申請日までに夫婦等の双方または一方の住民票の住所が補助対象住宅の住
所にあること

補助対象世帯

　補助金の対象となる経費は、令和6年4月1日～令和7年3月31日までの間に支払った住宅
取得費用、住宅賃貸費用、リフォーム費用および引越費用の合算額とする。
（夫婦等が、その勤務先等からこれらの費用に関する住宅手当、引越費用にかかる補助金そ
の他これらに類する手当等を受けている場合は、その額を控除した額）

補助対象経費

	結婚等の日において、夫婦等のいずれも29歳以下の世帯　60万円
	上記以外の39歳以下の世帯　30万円

補助金の額

　令和6年9月上旬～令和7年3月31日（月）
※受付開始日は、決まり次第、市ホームページにてお知らせしますので下記二次元バー
コードからご確認ください。
※予算の上限に達した時点で受付を終了する場合がありますので、申請される方はお早
めにお願いします。

申請期間

　市ホームページまたは政策秘書課窓口で申請書類を取得し提出

申請方法

　市では、結婚またはパートナーシップ宣誓（以下「結婚等」という。）を機に新生活を
開始する世帯を対象に、経済的不安を軽減できるよう、結婚等に伴う費用（住宅取得
費用、住宅賃貸費用、リフォーム費用および引越費用）の一部を補助します。

結
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等
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生
活
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援
補
助
金
の
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つ
い
て

　

～
結
婚
等
に
伴
う
新
生
活
を
応
援
し
ま
す
～

詳細はこちらから→　自殺はその多くが、追い込まれた末の死で
あり、「誰にも起こり得る身近な問題」です。
自殺を考えている人は、何らかのサイン（予
兆）を発していることがあります。あなたが
気にかけていることをそっと伝えることで、
その人に希望を与える手助けができます。

9月10日～16日は『自殺予防週間』です

〈 障害者雇用支援 〉
　障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者を雇うことを義務付け
ています。民間企業の雇用障害者数は64万2,178人（令和5年6月1日現在）となり、20年連続で過去最多を更新
しています。
　就労する障害者に関して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）では、障害
者の差別禁止および合理的配慮の提供について定めており、4月1日から「義務化」されました。障害者からの
意思の表明があった場合に、過重の負担にならない範囲で、障害者の性別・年齢、障害の状態に応じて、社会的障
壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないこととされています。
　障害者の就労意欲は近年急速に高まっており、障害者がその意欲と能力に応じて働くことができるよう、雇
用の促進を図っていくことが必要であり、さまざまな取り組みを進めています。

　出典：「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」（内閣府）

 福祉総合支援課 相談支援担当　☎32-0285

生きるのがつらいと悩まれている方、
あなたの気持ちを話してみませんか。

こころの健康相談統一ダイヤル

☎0
おこなおう

570-0
まもろうよ

64-5
こころ

56 
〈受付〉365日24時間（平日正午～午後1時を除く）

～障害がある方の雇用と就労をすすめています～

9月1日～30日は障害者雇用支援月間です
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　市では、「甲州市徘徊SOSネットワーク事業」を実施しています。この事業は、徘徊により行方
不明になる恐れのある方を事前に登録し、有事の際は市内の協力機関に情報配信し、保護・発見活
動につなげるものです。認知症になっても安心して暮らしていけるよう地域全体で高齢者を見
守る体制の構築を目指しています。

甲州市徘徊SOSネットワーク事業

認知症の方を地域で見守り支えるネットワーク

　周りから見ると、あてもなく歩き回っている（徘徊）ように見えるかもしれ
ませんが、ご本人は何らかの理由があって歩いています。
　認知症の症状である記憶障害により、外出した目的や行先を忘れてしまっ
ていたり、家に帰る道がわからず探し歩いていたりします。また、今の時間
や自分のいる場所がわからなくなり（見当識障害）、生まれた家に帰ろうとし
たり、会社に出勤しようと歩いていたりします。

　「迷っているのかな？大丈夫かな？」と思う人に出会った時に、ひと声かけることをためらって
しまう場合が多いのではないでしょうか。様子が心配な方や行方不明となっている方を見かけ
たら声をかけ、保護することができるよう「認知症の方へのやさしい声かけのポイント」をまとめ
ました。

徘徊行動には理由があります

・安全な場所で休ませる
・ご家族などの連絡先がわかれば連絡をいれる。
・連絡先がわからなければ警察に連絡する。

道に迷っていたら…

　1994年「国際アルツハイマー病協会」（ADI）は、世界保健機関（WHO）と共同で毎
年9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定し、この日を中心に認知症の啓蒙を
実施しています。また、９月を「世界アルツハイマー月間」と定め、さまざまな取り組
みを行っています。

世界アルツハイマーデー／世界アルツハイマー月間とは？

 介護支援課 高齢者支援担当　☎34-5434

1  まずは見守る
　 さりげなく様子を見守り必要に応じて声をかけます。
2  余裕をもって対応する
　 すぐ助けようと思って慌てると、相手も動揺させてしまいます。
3  声をかける時は、なるべく一人で
　 複数で取り囲んで声をかけると恐怖心につながります。
4  背後から声をかけない 
　 ゆっくり近づいて、目線を合わせて、混乱させないよう声をかけます。
5  やさしい口調で
　 強い口調になると「怖い」「嫌い」という印象を与えてしまいます。
6  おだやかにはっきりした口調で
　 耳が聞こえにくい人も多いので、ゆっくり、はっきり話すようにします。
7  会話は本人のペースに合わせて
　 同時に複数の問いに答えるのは苦手なので、ひと言ずつ簡潔に伝えましょう。
　 話をゆっくり聞き、相手の反応を伺いながら話しましょう。

認知症の方へのやさしい声かけのポイント
参考文献：NPO法人地
域ケア政策ネットワー
ク　全国キャラバン・メ
イト連絡協議会発行/編
集（2020-3）「認知症サ
ポーター養成講座標準教
材　認知症を学び地域で
支えよう」

日　時  9月19日（木）午前9時30分～正午
 ※雨天の場合は、9月26日（木）同時刻に行います。
内　容  1認知症役が市内の一定のエリアを歩きます。
  2認知症役を発見したら、「認知症の方へのやさしい声かけのポイント」を
  　意識しながら、声かけを行います。
エリア  塩むすび付近、いちやまマート塩山店付近、塩山市民病院付近

　認知症の方が徘徊により行方不明となった想定のもと、認知症役に扮した者が市内を移動し、
徘徊SOSネットワークの協力機関が捜索・通報をする訓練です。
　以下の日程で実施しますので、エリア付近で認知症役を見かけた方は、「認知症の方へのやさし
い声かけのポイント」を意識して、声をかけてみてください。

「認知症の方へのやさしい声かけ
のポイント」を実践してみよう！

甲州市徘徊SOSネットワーク模擬訓練を実施します
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 子育て支援課 保育・児童担当　☎32-5081

甲州市児童センター イベント情報　申込不要

　9月から各センターで曜日ごとにイベントを開催します！いつもとは違う施設で遊んでみませんか？自由に
利用でき、親子で楽しめる遊びです。ぜひご参加ください。
開館時間　午前9時30分～午後1時30分　　利用できる方　未就学児と保護者

詳細は、各館にお問い合わせください。
塩山南児童センター　☎33-7900
塩山北児童センター　☎33-7800
東雲ふれあい親子館　☎44-3723

3日 （火） ボールで遊ぼう 塩山南児童センター
12日（木） 風船で遊ぼう 塩山北児童センター
20日（金） 新聞紙で遊ぼう 東雲ふれあい親子館
24日（火）～ お絵かきハウス 各館

保育所等の新規入所申込書を配布します
　令和７年４月から保育所（園）・認定こども園の保育所部分（２号・３号認定）（以下「保育所等」）への入
所を希望される方に申込書の配布を行います。 ※幼稚園および認定こども園の幼稚園部分（１号認定）は除きます。●申請が必要な方

【「新規認定請求書」の提出が必要になる方】
• 所得上限限度額超過等により、児童手当を受給していない方
• 高校生年代の子を養育している方（中学生以下の子がいる場合は除く）

【「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要な方】
• 大学生相当年齢の子を養育しており、「第3子加算の増額」が適用される方
　第3子加算のカウント方法が見直しとなり、大学生相当年齢（22歳到達後の最初の年度末まで）の子から数

えて3人以上の子を監護している場合、児童手当の金額が増額になる場合があります。
　児童手当の受給者が大学生（相当年齢）以下の子の生活費等を経済的に負担している場合は適用されます。
◆生活費を経済的に負担しているとは

子どもの日常生活の全てまたは一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合です。
※子どもと別居していても、学費や生活費の一部を仕送りしている場合は対象となります。
※婚姻や就職により親元から独立し、生計が分かれている場合は対象外です。

（例）20歳（県外で一人暮らしをしているが、毎月仕送りをしている）、14歳、7歳の3人の子を養育している場合 → 「監護相当・生
計費負担についての確認書」の提出が必要です。

（例）17歳、16歳、10歳の3人の子を養育している場合 → 提出の必要はありません。

●8月末に児童手当の制度改正について通知を送付します
　詳細は通知または市ホームページをご覧ください。

※現在、児童手当を受給していない方で、高校生年代の子と別居しているなど公簿で確認できない方は、通知が届きません。対象
となる方は申請をお願いします。

　　書類は市ホームページからダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、提出してください。

●申請受付期間　9月2日(月)～30日(月)
●提出方法　郵送または窓口へ持参

　令和6年10月分（令和6年12月支給分）の児童手当から制度の内容が変更となり、新たに申請が必要な方がいます。

〇甲州市に住所がある児童
〇子ども・子育て支援法により、保護者の就労や出産・病気・病人の看護などで保育の必要性が

認められる児童

対象

保育所等に入所できる児童は、保護者が次のいずれかに該当する場合です。
1  就労　 2  妊娠・出産（産前2ヵ月、産後3ヵ月）　 3  疾病・障害
4  同居親族等の介護・看護　 5  災害の復旧にあたっている
6  求職活動　 7  就学・職業訓練
8  虐待・ドメスティックバイオレンス（DV）のおそれのある場合
9  その他市長が認める前記に類する状態にある場合

保育の必要性の基準

10月1日（火）〜11日（金）（土・日・祝日を除く）午前8時30分〜午後5時15分申込書類配布期

11月1日（金）〜11日（月）（土・日・祝日を除く）入所申込受付期間（新規）

市役所本庁舎 1階 子育て支援課配布場所

※市外の保育所等を希望する場合も配布対象です。事前に保育所等が所在する市町村に受入れ状況や必要書類などをご確認ください。
※配布の順番によって入所が決まることはありません。混雑することもありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※利用定員などは、変更する場合があります。　※開所時間など詳しくは各保育所等へお問い合わせください。
※現在とは異なる保育所等へ入所（転園）を希望する場合は、新規入所の扱いになり申し込みが必要です。
※詳細は申込書の配布時に説明します。

公/私 施設名 運営種別 住所 電話番号 利用定員
公立 松里保育所 保育所 塩山小屋敷1403番地 ☎33-4130 70
公立 奥野田保育所 保育所 塩山熊野597番地 ☎33-4132 80
公立 東雲保育所 保育所 勝沼町小佐手410番地 ☎44-0394 90
公立 大和保育所 保育所 大和町初鹿野1685番地6 ☎48-2158 45
私立 塩山愛育園 認定こども園 塩山上於曽1217番地 ☎33-2072 125
私立 みいづ保育園 認定こども園 塩山上井尻692番地1 ☎33-6842 40
私立 千野保育園 認定こども園 塩山千野3653番地 ☎33-2624 80
私立 泉保育園 認定こども園 塩山上塩後10番地3 ☎33-3016 70
私立 赤尾保育園 認定こども園 塩山赤尾713番地1 ☎33-2068 125
私立 たんぽぽこども園 認定こども園 塩山上於曽445番地1 ☎33-2487 115
私立 岩崎保育園 認定こども園 勝沼町下岩崎1731番地3 ☎44-1524 105
私立 塩山カトリック幼稚園 認定こども園 塩山上於曽1351番地 ☎33-2748 45

市内公立・私立保育所等一覧

 子育て支援課 こども支援担当　☎32-5081

児童手当に関するお知らせ

　11月１日から児童扶養手当法等の一部が改正され、ひとり親家庭等の所得限度額と第３子以降の加算額が引
き上げられます。

１ 所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一
部支給」があります。今回の改正では、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引
き上げます。

2  第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

●変更点（11月から）全部支給 6,450円→1万750円　一部支給 6,440円～3,230円→1万740円～5,380円
※所得に応じて決定されます。
※既に児童扶養手当の認定を受けており、8月中に現況届を提出している方は、自動的に改正後の所得限度額で計算されます。10

月31日（木）までに新たに認定請求をされた方は、11月分から判定を行います。
※随時、児童扶養手当の認定請求等について相談を受け付けています。

全部支給となる所得限度額（受給資格者本人の前年所得） 一部支給となる所得限度額（受給資格者本人の前年所得）
扶養す
る児童
等の数

収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
これまで 11月分から これまで 11月分から これまで 11月分から これまで 11月分から

0 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000
１名 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000
２名 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000
３名 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000
４名 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000
５名 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000

児童扶養手当に関するお知らせ

（単位：円）
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いきいきライフ通信

「かかりつけ薬局」を
お持ちですか？
「かかりつけ薬局」を

お持ちですか？

「かかりつけ薬局」を
お持ちですか？

　内閣府の「男女共同参画白書」（2023年版）によると、2022年の男性の育児休業取得率は、17.1%（前年
12.6％）であり増加しています。
　市で行っている母子保健調査においても、以下の図のように20年前、10年前と比較して「お父さんは子ど
もとよく遊ぶ」と答えた割合が増えています。
　子どもと関わるお父さんが増える中、育児の悩みを抱えるお父さんも増えています。

育児に奮闘するお父さん「すこやか親子相談」をご利用ください

 教育総務課 学校教育担当　☎32-1412

　市では令和7年度入学予定児童
(平成30年4月2日生～平成31年4
月1日生)を対象に健康診断を行
います。
　8月に保護者宛に通知を郵送し
ていますが、届いていない場合や
内容等が不明な場合はご連絡く
ださい。また、入学予定学校ごと
に、実施日・会場が異なりますの
でご確認ください。

実施日 9月27日（金）
受付場所 塩山保健福祉センター

対象者

塩山南小学校入学予定児童 Aグループ 受付 午後1時30分から
塩山南小学校入学予定児童 Bグループ 受付 午後2時から
大藤小学校入学予定児童

受付 午後1時30分から神金小学校入学予定児童
玉宮小学校入学予定児童

※A、Bどちらのグループになるかは保護者宛の通知に記載しています。

実施日 10月2日（水）
受付場所 塩山保健福祉センター

対象者

塩山北小学校入学予定児童

受付 午後1時30分から奥野田小学校入学予定児童
松里小学校入学予定児童
井尻小学校入学予定児童

実施日 10月16日（水）
受付場所 勝沼市民会館

対象者

勝沼小学校入学予定児童

受付 午後1時30分から
祝小学校入学予定児童
東雲小学校入学予定児童
菱山小学校入学予定児童
大和小学校入学予定児童

令和７年度小学校入学予定児童の「健康診断」日程

 健康増進課 健康づくり担当　☎33-7812

仕事と育児の両立・しつけや夫婦の役割分担など、子育ての気がかりについて、お気軽にご相談ください

すこやか親子相談
経験豊富な助産師・保健師が子育てに関する情報提供や相談をお受けします。
●開 所 日　毎週火・水曜日　午前９時～正午
●場 所　塩山保健福祉センター
●相談方法　電話または塩山保健福祉センターでの面談

0

50

100

よく遊ぶ 普通 あまりかまわない １歳半健診時 母子保健調査

　複数の医療機関から薬が処方され、服用している場合、薬の飲み合わせに気をつける必要があります。

同じような薬が重なって処方されていたり、効き目が弱くなる薬同士が処方されていると、副作用のリス

クが高まったり、期待される効果があらわれないことがあるためです。市販薬や、健康食品との飲み合わ

せに注意が必要な場合もあります。

　このような心配ごとも、ふだんから薬や健康のことを気軽に相談できる「かかりつけ薬局」があると安

心です。「かかりつけ医」と同様に「かかりつけ薬局」を持ち、「かかりつけ薬剤師」に薬と健康について相談

しましょう。

　処方されたお薬を１冊の手帳に記録しておくことで、飲み合わせのチェックや、次に薬が必要となった

ときの重要な情報になります。また、災害時には、お薬手帳を携帯しておくことで、避難所等で常備薬が

なくなった際などにも役立ちます。

いいことたくさん！お薬手帳

 市民課 国保・年金担当　☎32-5173

　安心してマイナンバーカードを健康保険証として利用いただけるよう、国民健康保険制度に登録され

ているマイナンバーの下4桁を記載した通知を送付します。
※ご自身のマイナンバーが正しく登録されているか確認してください。　※誤りがあった場合はご連絡ください。

●送付時期

9月下旬 ※世帯主様宛てに特定記録郵便で郵送します。

●送付対象者

基準日（9月4日）時点で甲州市の国民健康保険に加入している方
※加入・脱退の手続きの時期により、送付の対象外となることがあります。

●注意事項

・暗証番号のお知らせではありません。

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が済んでいることを示すものではありません。
※詳細はお問い合わせください。

「個人番号のお知らせ」を送付します

令和6年6月の医療費
国保連診療報酬請求額基準

	2億3,881万円（前年同月比	△3,696万円）
	 3万763円（前年同月比	△3,295円）

市の医療費全体
市の1人当たり医療費

受診の際はお薬手帳をお忘れなく

 健康増進課 保健事業担当　☎34-5436
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動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるため、動物愛護管理法により定められています。

9月20日〜26日は動物愛護週間

猫は犬は

犬の登録と狂犬病予防注射について

　生後91日以上の犬には、市役所への登録と年1回
の狂犬病予防注射が義務付けられています。また、
死亡や所有者の変更の際も市役所で手続きが必要
です。

飼い主がわかる目印をつけましょう

　迷子の場合に連絡をとることができるよう、飼い
主がわかるものを身につけましょう。

 注射済証や鑑札を首輪につける
 首輪に鑑札番号や電話番号を書く
 マイクロチップを装着する

ふん・尿は飼い主が責任をもって

始末しましょう

 トイレは外出前に済ませる
 外出時には、ふん・尿を始末する道具を携帯し、

　 ふんは自宅に持ち帰る

放し飼いはやめましょう

　犬の放し飼いは、法律で禁止されています。
　放された犬が人や農作物に危害を与えるだけで
なく、交通事故に巻き込まれる恐れもあります。屋
外では、必ずリードにつないでください。

災害時に備え、ペットの防災対策を

　避難先で周囲の迷惑とならないように、日頃から
無駄吠えをさせないなど、最低限のしつけをしてお
きましょう。また、餌や水(3～4日分)、薬、ケージ、
首輪、リード、ふんの処理袋等災害時に必要な生活
用品を備えておきましょう。

猫は室内で飼いましょう

　猫は上下運動ができる環境であれば、室内でもあ
まりストレスを感じません。交通事故や伝染病、近
所へのふん尿やいたずらの防止にもなります。

無責任なエサやりはやめましょう

　飼い主のいない猫にエサを与えている方は、ふ
ん・尿・食べ残しなどで近所に迷惑をかけることが
ないように以下のことを守りましょう。

 エサを与える場所や時間を決める
 食べ残しや容器はその都度片づける
 猫用トイレを設置し、きれいにする
 管理する猫を決めて、不妊去勢手術をする

　外で暮らす猫の中には自活している猫もいます。
人の手を加えずそっと見守ってあげてください。
人と地域猫が共生していくために過剰繁殖を避け
ましょう。

猫の去勢・不妊手術の助成について

　去勢・不妊手術を実施することで、望まない繁殖
を防ぐとともに、発情期の鳴き声、尿などの問題行
動や迷惑行為を抑えることができます。
　市では、頭数制限なく、手術費用の一部(メス：上
限1万5,000円、オス：上限1万円)を助成していま
す。申請書は市ホームページからダウンロードで
きますので、お早めにお申し込みください。
　また、去勢・不妊手術を目的とした捕獲器の貸し
出しを行っています。
　詳細はお問い合わせください。

 環境課 環境対策担当　☎33-4404

山梨県動物愛護デー
日　時 10月27日（日）　午前11時～午後2時
場　所 笛吹みんなの広場 ※雨天中止
 （笛吹市石和町松本1442-3）
内　容 一日獣医師体験、犬猫無料健康相談、
 飼い方相談、動物クラフト、講演会、
 各種アトラクション
 （動物クイズ、サクライザーショー） など
 ※内容は変更する場合があります。

主　催　山梨県、（公社）山梨県獣医師会
後　援　山梨県教育委員会、山梨県市長会、
 山梨県町村会
協　力　山梨県動物愛護管理連絡協議会

 山梨県福祉保健部衛生薬務課　
　 生活衛生・動物愛護担当　☎055-223-1488

「ゼロカーボンシティ甲州」を目指して
ZERO CARBON CITY KOSHU

 環境課 ごみ減量・リサイクル推進担当　☎33-4404

Androidの方 iPhoneの方

燃えるごみを減らすには？
　家庭から出る燃えるごみの中には、紙類やプラスチック類など、資源物が多く見受けられることが、ごみ質
分析の結果で分かっています。こうした資源物をごみから減らすことができれば、さらなるごみの減量化が
期待できます。しっかり分別をして、燃えるごみにしないことを目指しましょう。

特集② その他プラ
　プラスチックを資源物として出すことで、燃えるごみの排出量が減り、燃やすために発生するエネルギー(CO2
など)を減らすことが出来ます。また、石油が原料であるプラスチックを新たに製造する段階でもCO2が発生す
るため、リサイクルすることでCO2の削減につながります。
　その他プラを出すときは、汚れていないものや、汚れを落としたものを出しましょう。汚れが混ざっていると、
再生される製品の品質を低下させるためリサイクルができません。
　その他プラは、主に物流で欠かせないパレットなどのプラスチック製品に再生されます。白色トレイは、食品ト
レイや、別のプラスチック製品になるなど、さまざまな製品に生まれ変わります。

燃えるごみ
に出す

プラスチックでできていても
●プラスチック製のおもちゃ●バケツ●かご●ごみ箱●下敷き
●洗面器●じょうろ●プランター●ハンガー
●CD/DVD（ケース含む）など、容器包装プラスチックではないもの

ごみ分別アプリ
操作はかんたん！便利な情報たくさん！

ごみ分別アプリを活用して、ごみの分別にご協力をお願いします。
AndroidとiPhoneそれぞれのストアからダウンロードができます。

プラスチック製容器 卵のケース、お惣菜の容器、お菓子の容器、カレールーの容器、バターやマーガリンの容器、
味噌の容器、豆腐の容器、イチゴパックなど

フィルム類 キャラメル、たばこ、ノート、３連ヨーグルト、納豆、カップ麺、肉・野菜・魚などの包装用
フィルム

袋類 トイレットペーパーの袋、お菓子の袋、インスタントラーメンの袋、ポリ袋など

スチロール類 インスタント食品の容器、カップ麺の容器、肉・野菜・魚などの色のついたトレイ

ボトル類 食用油、ソース、シャンプー、リンス、液体ワックス、ウォッシャー液などのボトル

カップ類 プリン、ヨーグルト、アイスクリーム、インスタント食品などのカップ

チューブ類 ケチャップ、マヨネーズ、わさび、歯磨き粉、工作用のりなどのチューブ（容器の中をきれい
に洗ってから出す）

キャップ、ふた、包みなど チューブ類のキャップ、ペットボトルのふたやラベル、入浴剤・洗剤のふたなど

レジ袋 スーパーの袋など

各地区指定の収集日にごみステーションへ出してください。
※種類ごと分けずにまとめて透明か半透明の袋に入れて出してください。
※汚れのひどいものは燃えるごみに出してください。

その他プラ
（白色トレイ以外のもの）

白色トレイ（精肉・鮮魚・青果等に使用されている白色のトレイ）
各地区指定の収集日にごみステーションまたはリサイクルステーションに出してください。
※トレイを水洗いしてよく乾かしてから出してください。
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甲州市の「ホット」なできごとを紹介します！

　7月27日、塩山サッカースポーツ少年団は、塩山駅や市役所
周辺で清掃活動を行いました。この活動は、日本財団が推進
する「海と日本プロジェクト」で、海の豊かさを守り、海洋ごみ
の削減に向けて取り組んでおり、スポーツ少年団に所属する
児童と家族、スタッフが参加し、周囲に落ちているごみを回収
しました。

海ごみZEROプロジェクト
塩山サッカースポーツ少年団

　7月16日、「甲州市原産地呼称ワイン認証制度審査会」をぶ
どうの丘で実施しました。この制度は市内および山梨県内で
収穫されたぶどうを市内の自社で醸造、原料ぶどうの「原産
地」を消費者に保証するためのものです。今回は白9点、赤4点
が認証されました。認証されたワインは、ぶどうの丘などで
販売されます。

13点を認証
原産地呼称ワイン認証制度審査会

　7月27日、甲州市アドベンチャークラブ実行委員会は、日川
渓谷レジャーセンターで川釣り体験を行いました。集中力を
切らさず、真剣な表情で釣り糸の先を見つめていました。つ
かみ取りも実施し、水面を素早く逃げるニジマスを追いかけ、
満面の笑顔で「取ったよー！」の声が響きました。

チャンスを逃さずじっと待つ
川釣り体験

　7月20日、甲州市アドベンチャークラブ実行委員会は、勝沼
B&G海洋センターでSUP体験を行いました。SUPはボード
の上に立ち、パドルを漕いで水面を進む水上スポーツです。
講師の指導を受けながら、ボードの乗り降りやパドルの使い
方などを学び、水上を自由に動き回りました。

水上のマリンアクティビティ
SUP（スタンドアップパドルボード）体験

　7月12日、令和6年度企業版ふるさと納税のご寄附
をいただきました、埼玉県川口市の山伸マテリアル
（株）様に感謝状を贈呈しました。いただいたご寄附
は、「甲州市まち・ひと・しごと創生推進事業」の「甲州
市への人の流れを作る地域経済創出事業」に活用させ
ていただきます。今後も企業の皆さまからの寄附を
募り、事業のさらなる推進を図っていきます。

『企業版ふるさと納税』感謝状を
贈呈しました。（令和6年度寄附）

　8月10日、第31回ふるさと大和夏まつりが市役所大和支所駐
車場で開催されました。多くの方で賑わった会場では、地域団
体の皆さまによる屋台が立ち並び、和太鼓やバンドによる演奏
のほか、盆踊りやお楽しみ抽選会などが行われました。フィナー
レには花火が打ち上げられ、訪れた方は夏の一夜を楽しんでい
ました。

広がる地域のふれあい
ふるさと大和夏まつり

　8月10日、甲州市生涯学習市民協議会は、「甲州市ふるさと
かるた」を使用した夏休み！かるた大会を開催しました。競
技が始まると、素早い動きでかるたを取り合う真剣勝負が繰
り広げられました。けん玉やだるま落としなどの昔遊びも体
験し、徐々にコツをつかむと夢中になって楽しんでいました。

猛暑に負けない熱き戦い！
夏休み！かるた大会

TOPICS

　7月27日、河川の環境保全等への啓発を行うことなどを目
的に、河川美化図画コンクールの表彰式が行われ、市内小学校
から出品された404点のうち、入賞した70名が賞状などを受
け取りました。また、市内小学生を対象とした環境学習イベ
ントも実施され、海洋プラスチックの現状やゼロカーボンシ
ティの取り組みなどを学びました。

河川美化図画コンクール
70名を表彰

　8月8日、休日の新しい地域部活動の取り組みとして、「地域
クラブ方式」によるラグビー部の活動がスタートしました。
17名が参加した初回の活動では、専門的知識を有する地域指
導者が、パスの仕方や声のかけ方などを指導。今後も中学生
の休日におけるスポーツ環境の整備を推進していきます。

部活動の地域移行
地域クラブ活動がスタート

　7月27日、歴史ある塩の山の赤松を後世へ守り育てていく
ことを目的として、「塩の山赤松を守る会」が、赤松の植樹場所
の下草刈りを行いました。本会は、地域住民の多くが会員と
なり、赤松林の復元に取り組むため、毎年の下草刈り・植樹活
動を積極的に行っています。

植樹場所の下草刈り
塩の山赤松を守る会

　7月27日～28日、富津市スポーツ少年団との交流事業を7
年ぶりに実施しました。この事業は、スポーツ少年団を通し
て、お互いの自然環境、文化の違いを認識し、友好都市である
両市の親睦や理解を深めることを目的としています。今後も、
お互いのスポーツ少年団活動が活発になるよう交流を続けて
いきます。

甲州市×富津市
スポーツ少年団交流事業
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9月30日（月）が納期限です。
お忘れにならないようご注意ください。

※口座振替の方は、9月30日（月）に振り替えますので、
　前日までに残高をご確認ください。
※納税相談を税務課収納担当窓口にて随時行って
　います。

 税務課 収納担当　☎32-5074

国民健康保険税第3期の納期限について

お
知
ら
せ

税
務
課
資
産
税
担
当
か
ら
の
お
願
い

◎ 

相
続
人
代
表
者
の
届
出
は
お
早
め
に

 

固
定
資
産（
土
地・家
屋
等
）の
所
有
者
が

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、相
続
登
記
の
手
続

き
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、「
相
続
人
代

表
者
指
定
届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。
お

手
元
に
書
類
が
届
き
ま
し
た
ら
、速
や
か

に
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎ 

家
屋
を
新
築（
増
築
）さ
れ
た
方
へ

 

令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
家
屋
を
新

築（
増
築
）さ
れ
た
方
に
は
、評
価
額
算
出

の
た
め
、家
屋
調
査
の
お
願
い
を
し
て
い

ま
す
。

調
査
日
時
は
事
前
に
確
認
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

◎ 

家
屋
を
滅
失
さ
れ
た
方
へ

 

今
ま
で
建
っ
て
い
た
家
屋
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、そ
の
年

内
中
に
税
務
課
ま
で
届
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

届
出
の
あ
っ
た
家
屋
は
、
現
地
調
査・
確

認
の
上
、翌
年
度
か
ら
取
り
壊
し
部
分
が

課
税
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

◎ 

自
然
災
害
等
に
被
災
さ
れ
た
場
合

 

被
災
者
が
各
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被
災
者
支
援
を
受
け
る

た
め
に
は
、罹
災
証
明
書
の
交
付
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
市
職
員
が
住
宅

の
被
害
認
定
調
査
を
行
い
ま
す
が
、そ
の

前
に
建
物
の
除
去
や
被
害
箇
所
の
修
理
、

片
付
け
等
を
し
て
し
ま
う
と
調
査
が
困

難
と
な
る
た
め
、あ
ら
か
じ
め
可
能
な
限

り
被
害
状
況
の
写
真
撮
影
を
実
施
し
、保

存
し
て
お
い
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
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被
害
状
況
の
撮
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上
の
留
意
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等
は
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
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問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎ 

大
型
特
殊
自
動
車
を
お
持
ち
の
方
へ

 

大
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
場

合
、償
却
資
産
の
課
税
対
象
と
な
り
、固

定
資
産
税
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
次
の
基
準
に
よ
り
償
却
資
産
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該

当
し
た
場
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、毎
年
１
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31
日
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で
に

償
却
資
産
の
所
有
状
況
を
申
告
し
て
い

た
だ
く
必
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が
あ
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ま
す
。

● 

大
型
特
殊
自
動
車
に
つ
い
て

道
路
運
送
車
両
法
第
３
条
で
定
め
る「
大

型
特
殊
自
動
車
」は
、主
に
建
設
等
の
た

め
の
機
械
と
し
て
車
両
や
無
限
軌
道
等

を
も
っ
て
陸
上
を
移
動
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、自
動
車
税
の
課

税
対
象
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は
な
く
、
固
定
資
産
税（
償
却

資
産
）の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

〇 

一
般
用
、建
設
用

シ
ョ
ベ
ル・
ロ
ー
ダ
、
タ
イ
ヤ・
ロ
ー
ラ
、

ロ
ー
ド・ロ
ー
ラ
、グ
レ
ー
ダ
、ア
ス
フ
ァ

ル
ト・
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
、
タ
イ
ヤ・
ド
ー

ザ
、
ダ
ン
パ
、
フ
ォ
ー
ク・
リ
フ
ト
、
ホ

イ
ー
ル・ク
レ
ー
ン
等
で
次
の
い
ず
れ
か

に
当
て
は
ま
る
も
の
は
大
型
特
殊
自
動

車
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

 

長
さ
４・７
ｍ
を
超
え
る
も
の

 

幅
１・７
ｍ
を
超
え
る
も
の

 

高
さ
２・８
ｍ
を
超
え
る
も
の

 

最
高
速
度
15
㎞
／
h
を
超
え
る
も
の

● 

農
耕
作
業
用

農
耕
ト
ラ
ク
タ
ー
、農
業
用
薬
剤
散
布
車

等
で
、
最
高
速
度
35
㎞
／
h
を
超
え
る

も
の（
サ
イ
ズ
等
は
基
準
な
し
）

● 

そ
の
他

ポ
ー
ル・ト
レ
ー
ラ
等

※ 

大
型
特
殊
自
動
車
の
基
準
を
超
え
な
い

も
の
は「
小
型
特
殊
自
動
車
」と
な
り
、

公
道
で
の
走
行
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
軽

自
動
車
税（
種
別
割
）の
対
象
に
な
り
ま

す
。
税
務
課
市
民
税
担
当
で
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
自
動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）の
対
象
に
な
る
車
両
は
、固
定

資
産
税（
償
却
資
産
）に
は
該
当
し
ま
せ

ん
の
で
申
告
の
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

税
務
課 

資
産
税
担
当

☎
32
‐
５
０
６
５

労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
か
ら
の

お
知
ら
せ

 

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
法
令
の
改
正
に

よ
り
、令
和
６
年
４
月
か
ら
職
場
で
の
化

学
物
質
規
制
が
大
き
く
見
直
し
と
な
り

ま
し
た
。
詳
細
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

 

事
業
者
の
た
め
の
化
学
物
質
管
理

無
料
相
談
窓
口

☎
０
５
０
‐
５
５
７
７
‐
４
８
６
２

9月21日（土）～30日（月）
交通事故死ゼロを目指す日 9月30日（月）

市民課 市民協働推進担当　☎32-5068

　「こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保」を重
点目標に、秋の全国交通安全運動が実施されます。
ルールとマナーを守り、交通事故防止に努めましょう。

秋の全国交通安全運動が始まります！ 

相

　談

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o n

お
知
ら
せ

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」

19 広報こうしゅう



定額減税しきれないと見込まれる方への
給付金（調整給付金）のご案内

夜間・休日のマイナンバーカード関係の手続きについて 予約制
窓口受付日時　毎週水曜日（午後7時まで）、9月8日（日）午後1時〜5時
場　　　　所　市役所本庁舎 1階 市民課
受 付 内 容　マイナンバーカードの申請、交付、更新、暗証番号再設定
予 約 方 法　希望日の前開庁日までに電話でご予約ください。

マイナンバーカード出張申請サポートについて 予約制・無料
市職員が訪問する場合
顔写真の撮影と申請を無料でサポートします。また、申請時に本人確認等の必要な条件を満たせば、
出来たカードを本人限定受取郵便でご自宅へ郵送します。
市職員と行政書士が訪問する場合 
市が委託した行政書士が申請サポートに加えて、出来たカードを代理で受領するサービスもあります。
・受付期間　令和7年1月31日（金）まで ※代理申請後の代理受領は令和7年2月28日（金）まで行います。
※代理受領には条件があるので、個別に相談対応します。

●訪問日時
（1）月〜金曜日（祝日を除く）午前9時30分〜午後4時30分　（2）9月8日（日）午後1時〜4時

●対象者（甲州市民で申請日から約2ヵ月以内に転出予定がない方）
（1） 75歳以上で外出が困難な方　（2） 乳幼児（0〜6歳までの未就学児） 
（3） 障害者手帳等をお持ちの方　（4） 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方 等

●注意事項
・希望日の1週間前までに電話で予約をお願いします。　・申請者本人が、当日訪問場所にいてください。
・身体を動かすことが困難な方は、介助者等の同席をお願いします。

●申請に必要なもの
（1）本人確認書類2点（運転免許証、健康保険証、年金手帳等）　（2）マイナンバーカード交付申請書
（3）マイナンバー通知カード　（4）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

マイナンバーカードに
関するお知らせ

 市民課 住民記録・戸籍担当　☎32-5061

　8月号広報でお知らせした調整給付にかかる書類について、対象の方宛てに8月21日（水）付で
発送しました。（調整給付の対象者等の詳細は、8月号広報をご参照ください。）
　調整給付金を受け取るためには、支給確認書のほか、本人確認書類や口座関係の書類の写しの提
出が必要です。

10月31日（木）（当日必着）提出期限

※提出期限を過ぎると受給することができません。早めの手続きをお願いします。

 税務課 市民税担当　☎32-5069

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！
　提出書類の内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、給付
金の手続きに際し、国や市の職員が現金自動預払機（ATM）の操作を求めたり、暗証番号を聞き
取ったりすることは絶対にありません。その他、不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場
合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

川
柳
作
品
募
集

 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
関
心
を
高

め
る
た
め
、川
柳
作
品
を
募
集
し
ま
す
。

● 

テ
ー
マ 「
私
の
日
課
」

 

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者（
75
歳
以
上
の
方
ま
た
は
65
～
74
歳

で
一
定
の
障
害
が
あ
る
方
）

● 

募
集
期
間

９
月
２
日（
月
）～
10
月
15
日（
火
）

 

作
品（
１
人
２
点
ま
で
）、
ペ
ン
ネ
ー
ム
、

住
所
、氏
名（
ふ
り
が
な
）、年
齢
、電
話
番

号
を
郵
送（
は
が
き
）ま
た
は
メ
ー
ル（
件

名
は「
川
柳
応
募
」と
し
て
く
だ
さ
い
。）

で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

※ 

展
示
等
で
お
名
前
を
使
用
さ
せ
て
い
た

だ
く
予
定
で
す
。
本
名
で
の
記
載
を
希

望
さ
れ
な
い
方
は
、必
ず
ペ
ン
ネ
ー
ム
を

お
書
き
く
だ
さ
い
。

※ 

受
賞
者
に
は
令
和
７
年
１
月
頃
ま
で
に

通
知
予
定
で
す
。

● 

応
募
先

〒
４
０
０
‐
８
５
８
７
　

甲
府
市
蓬
沢
１
丁
目
15
番
35
号

山
梨
県
自
治
会
館 

２
階

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

総
務
担
当
宛
て

 

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
５
５
‐
２
３
６
‐
５
６
７
１

kouho@yam
anashi-iryoukouiki.jp

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー

協
力
会
員
募
集

 

子
ど
も
の
送
迎
や
預
か
り
な
ど
、育
児
の

サ
ポ
ー
ト
を
受
け
た
い「
依
頼
会
員
」と

育
児
を
サ
ポ
ー
ト
し
応
援
し
た
い「
協
力

会
員
」が
、地
域
で
支
え
合
っ
て
子
ど
も

た
ち
を
健
や
か
に
育
て
て
い
く
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
で
す
。

「
協
力
会
員
」と
し
て
登
録
し
て
く
だ
さ

る
方
を
募
集
し
ま
す
。「
協
力
会
員
」は
、

サ
ポ
ー
ト
活
動
を
す
る
前
に
、養
成
講
習

会
を
受
講
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
山

梨
市
と
連
携
し
、両
市
の
ど
ち
ら
で
も
養

成
講
習
会
が
受
講
可
能
で
す
。
詳
細
は

折
込
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

子
育
て
支
援
課 

こ
ど
も
支
援
担
当

☎
32
‐
５
０
８
１

フ
ァ
ミ
サ
ポ
事
務
局

☎
０
８
０
‐
１
９
８
０
‐
１
０
８
３

申
込
不
要

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

 

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
は
、認
知
症
の
ご
本
人

や
ご
家
族
あ
る
い
は
高
齢
者
を
介
護
し

て
い
る
ご
家
族
が
悩
み
や
不
安
を
話
せ

る
場
で
す
。
ま
た
、地
域
の
方
々
に
参
加

し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、認
知
症
や
介
護

に
つ
い
て
広
く
正
し
く
知
っ
て
い
た
だ

け
る
機
会
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
介
護

に
関
す
る
専
門
職
も
い
る
た
め
、介
護
や

認
知
症
に
つ
い
て
の
個
別
相
談
も
で
き

ま
す
。

 

９
月
12
日（
木
） 

毎
月
第
２
木
曜
日

 

午
前
10
時
～
正
午
　

新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

対
象
に
な
る
方
へ
の
ご
案
内

 

９
月
上
旬
か
ら
、日
本
年
金
機
構
よ
り
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
が
送
付

さ
れ
ま
す
。
令
和
７
年
１
月
６
日
ま
で

に
届
く
よ
う
、同
封
の
は
が
き
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

※ 

現
在
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受
給

さ
れ
て
い
る
方
は
手
続
き
不
要
で
す
。

 

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
方

 

65
歳
以
上
で
あ
る

 

世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

と
な
っ
て
い
る

 
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
の
合
計
が

約
88
万
円
以
下
で
あ
る

 

障
害
基
礎
年
金・遺
族
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方

 

前
年
の
所
得
額
が
約
４
７
２
万
円
以
下

で
あ
る

 

日
本
年
金
機
構
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
05
‐
４
０
９
２

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階 

第
２
研
修
室

 

１
０
０
円（
飲
み
物・お
菓
子
代
）

 

介
護
支
援
課 

高
齢
者
支
援
担
当

☎
34
‐
５
４
３
４

社
会
福
祉
法
人
光
風
会 

光
風
園

☎
33
‐
７
５
１
１

令
和
6
年
度 

自
衛
官
等
採
用
案
内 

● 

募
集
種
目・受
付
期
間 

〇 

自
衛
官
候
補
生 

 

18
歳
以
上
33
歳
未
満 

 

9
月
17
日（
火
）ま
で 

〇 

予
備
自
衛
官
補 

● 

一
般 

 

18
歳
以
上
52
歳
未
満 

● 

技
能 

 

18
歳
以
上
で
国
家
資
格
を
有
す
る
者 

 

9
月
19
日（
木
）ま
で 

〇 

防
衛
大
学
校
学
生 

 

18
歳
以
上
21
歳
未
満 

● 

推
薦・総
合
選
抜 

 

9
月
5
日（
木
）～
9
日（
月
）　 

● 

一
般 

 

10
月
17
日（
木
）ま
で 

〇 

防
衛
医
科
大
学
校
学
生 

 

18
歳
以
上
21
歳
未
満 

● 

看
護
学
科（
自
衛
官
候
補
生
） 

 

10
月
2
日（
水
）ま
で 

● 

医
学
科 

 

10
月
9
日（
水
）ま
で 

※ 

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

自
衛
隊 

山
梨
地
方
協
力
本
部 

☎
0
5
5
‐
2
5
3
‐
1
5
9
1 

山
梨

詳細はこちら

相

　談

相

　談

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」
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9
月
15
日
は「
老
人
の
日
」

15
日
～
21
日
は「
老
人
週
間
」で
す 

 

多
年
に
わ
た
り
社
会
に
貢
献
し
て
き
た

高
齢
者
を
敬
愛
す
る
た
め
、9
月
15
日
を

「
老
人
の
日
」、15
日
～
21
日
ま
で
の
1
週

間
を「
老
人
週
間
」と
し
て
、全
国
で
敬
老

行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

市
で
は
、今
年
度
中
に
1
0
0
歳
に
な
ら

れ
る
方
を
対
象
と
し
て
、9
月
16
日
に
市

長
お
よ
び
福
祉
関
係
者
に
よ
る
慶
祝
訪

問
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、9
月
15
日
現

在
、88
歳
の
方
お
よ
び
1
0
1
歳
以
上
の

方
に
お
祝
い
金
を
贈
呈
し
ま
す
。 

な
お
、市
内
在
住
で
今
年
度
1
0
0
歳
を

迎
え
る
方
は
、
8
月
1
日
現
在
30
名
で

す
。 

※ 

お
祝
い
金
の
贈
呈
は
、引
き
続
き
1
年
以

上
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
が
対
象
で

す
。 

 

福
祉
総
合
支
援
課 

重
層
的
支
援・地
域
福
祉
担
当 

☎
32
‐
5
0
2
7 

手
話
は
言
語
で
す

9
月
23
日
は「
や
ま
な
し
手
話
言
語
の
日
」

 

県
で
は
、全
て
の
県
民
が
、手
話
言
語
に

対
す
る
理
解
を
深
め
、障
害
の
あ
る
人
も

な
い
人
も
、社
会
を
構
成
す
る
対
等
な
一

員
と
し
て
、安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、山

梨
県
手
話
言
語
条
例
を
施
行
し
、9
月
23

日
を「
や
ま
な
し
手
話
言
語
の
日
」と
し

て
い
ま
す
。
手
話
は
言
語
で
す
。
手
話

で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
輪
を
広
げ

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

受
給
者
証
の
更
新
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

 

令
和
6
年
度
か
ら
、手
帳
や
加
入
保
険
な

ど
受
給
資
格
が
公
簿
確
認
で
き
る
場
合

は
、
更
新
申
請
書
等
の
提
出
が
不
要（
自

動
更
新
）と
な
り
ま
す
。 

※ 

資
格
要
件
や
保
険
情
報
の
確
認
書
類
等

が
必
要
な
方
は
申
請
書
類
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、期
日
ま
で
に
返
送
を
お
願
い
し

ま
す
。（
所
得
超
過
に
よ
り
却
下
と
な
る

方
は
別
途
通
知
し
ま
す
。） 

※ 

自
動
更
新
の
対
象
者
は
、10
月
初
旬
に
受

給
者
証
を
発
送
予
定
で
す
。 

 

福
祉
総
合
支
援
課 

障
害
福
祉
担
当 

　 

☎
32
‐
5
0
6
7 

ぶ
ど
う
ジ
ャ
ム
作
り
参
加
者
募
集

 

市
産
の
ぶ
ど
う「
甲
州
」「
ベ
ー
リ
ー
A
」

を
使
っ
た
お
い
し
い
ジ
ャ
ム
を
一
緒
に

作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。 

 

9
月
27
日（
金
） 

 

午
前
9
時
～
正
午 

 

勝
沼
市
民
会
館 

調
理
室 

● 

定
員
　20
名（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
） 

 

1
︐0
0
0
円 

 

エ
プ
ロ
ン
、三
角
巾 

 

9
月
13
日（
金
）ま
で
に
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。 

※ 

参
加
記
念
品（
ぶ
ど
う
ジ
ャ
ム
2
瓶
）が

あ
り
ま
す
。 

 

甲
州
市
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
連
絡
協
議

会
事
務
局

　 （
農
林
振
興
課 

果
樹
農
林
担
当
内
） 

☎
32
‐
5
0
9
2 

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

※ 

手
話
が
ろ
う
者
の
意
思
疎
通
の
手
段
と

し
て
、必
要
な
言
語
で
あ
る
こ
と
を
理
解

し
ま
し
ょ
う
。 

※ 

手
話
の
普
及
や
手
話
を
使
用
し
や
す
い

環
境
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

※ 

県
で
は
、手
話
言
語
の
理
解
促
進
の
た
め

の
啓
発
動
画
な
ど
を
作
成
し
て
い
ま
す

の
で
、ご
視
聴
を
お
願
い
し
ま
す
。 

※ 

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

https://w
w

w
.pref.yam

anashi.
jp/shogai-fks/shuw

a/shuw
a.

htm
l

 

山
梨
県
障
害
福
祉
課 

☎
0
5
5
‐
2
2
3
‐
1
4
6
0 

℻
0
5
5
‐
2
2
3
‐
1
4
6
4 

令
和
7・8
年
度

甲
州
市
地
域
福
祉
推
進
委
員
を
募
集 

 

甲
州
市
地
域
福
祉
計
画
の
進
行
状
況
の

確
認
や
見
直
し
、推
進
の
た
め
の
方
策
な

ど
の
検
討
を
行
っ
て
い
た
だ
く
委
員
を

募
集
し
ま
す
。

● 

募
集
人
員 

若
干
名（
委
員
総
数
は
15
名
以
内
）

● 

任
期 

委
嘱
の
日
か
ら
2
年
間 

 

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方 

 

市
内
在
住
の
方 

 

市
の
地
域
福
祉
に
つ
い
て
関
心
や
ご
意

見
を
お
持
ち
の
方 

甲
武
信
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク

デ
ジ
タ
ル
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
実
施 

 

甲
武
信
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
登
録
5

周
年
を
記
念
し
、エ
コ
パ
ー
ク
エ
リ
ア
内

20
ヵ
所
を
巡
る
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
用

い
た
デ
ジ
タ
ル
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
実

施
し
ま
す
。
各
ス
タ
ン
プ
ス
ポ
ッ
ト
に

設
置
さ
れ
た
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
を
読

み
込
み
、ス
タ
ン
プ
を
集
め
て
豪
華
賞
品

に
応
募
し
よ
う
。

● 

実
施
期
間

8
月
30
日（
金
）～
12
月
1
日（
日
） 

● 

ス
タ
ン
プ
ス
ポ
ッ
ト

大
菩
薩
の
湯
、勝
沼
ぶ
ど
う
の
丘
、道
の

駅
甲
斐
大
和
な
ど（
10
市
町
村
） 

※ 

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　 https//kobushi-stum
p.jp/lp/

　 ● 

賞
品
内
容 

各
地
域
の
特
産
品
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ

ズ（
モ
ン
ベ
ル
T
シ
ャ
ツ
）な
ど 

● 

主
催 

甲
武
信
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
推
進
協

議
会 

 

環
境
課 

環
境
対
策
担
当 

☎
33
‐
4
4
0
4 

 

令
和
6
年
4
月
1
日
現
在
で
満
18
歳
以

上
の
方 

 

平
日
開
催
の
会
議（
2
回
～
3
回
を
予

定
）に
出
席
で
き
る
方 

※ 

常
勤
の
公
務
員
の
方
は
除
き
ま
す
。 

 

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
次
の

テ
ー
マ
に
よ
る
作
文（
様
式
自
由
8
0
0

字
程
度
）を
添
付
し
、郵
送
ま
た
は
持
参

に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

テ
ー
マ「
甲
州
市
の
地
域
福
祉
推
進
に
向

け
た
私
の
意
見
」 

※ 

提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。 

● 

応
募
期
間 

9
月
2
日（
月
）～
18
日（
水
） 

● 

選
考 

選
考
委
員
会
を
開
催
し
、提
出
さ
れ
た
書

類
を
基
に
審
査
し
ま
す
。
選
考
が
終
了

次
第
、郵
送
に
よ
り
本
人
宛
て
に
通
知
し

ま
す
。 

● 

そ
の
他 

申
込
書
は
提
出
先
の
窓
口
に
用
意
し
て

あ
り
ま
す
。
電
子
デ
ー
タ
を
ご
希
望
の

場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

福
祉
総
合
支
援
課 

重
層
的
支
援・地
域
福
祉
担
当 

☎
32
‐
5
0
2
7

災
害
時
に
お
け
る
調
査・設
計
等
の
応

急
対
策
業
務
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て

 

近
年
頻
発
し
て
い
る
災
害
に
備
え
て
、公

共
土
木
施
設
の
迅
速
な
復
旧
に
必
要
と

な
る
調
査・測
量
お
よ
び
設
計
の
応
急
対

策
業
務
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
ま
し

た
。 

● 

協
定
締
結
業
者 

株
式
会
社
ア
ミ
ノ
測
量
、株
式
会
社
エ
ス

テ
ィ
設
計
、
株
式
会
社
芙
蓉
設
計
事
務

所
、株
式
会
社
理
工
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ 

 

建
設
課 

道
路・河
川
管
理
担
当 

☎
32
‐
5
0
7
1

相
続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た 

 

民
法
お
よ
び
不
動
産
登
記
法
の
一
部
が

改
正
さ
れ
、
令
和
6
年
4
月
1
日
か
ら
、

相
続
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
こ
と

を
知
っ
た
日
か
ら
3
年
以
内
の
所
有
権

移
転
登
記
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま

た
、登
記
の
専
門
家
で
あ
る
司
法
書
士
へ

の
相
談
も
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

※ 

令
和
6
年
4
月
1
日
よ
り
前
に
相
続
が

発
生
し
て
い
る
場
合
も
対
象
で
す
。

 

甲
府
地
方
法
務
局

☎
0
5
5
‐
2
5
2
‐
7
1
5
1

山
梨
県
司
法
書
士
会 

☎
0
5
5
‐
2
5
3
‐
6
9
0
0 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

甲
州
市
下
水
道
事
業

経
営
戦
略
改
定（
案
）

　甲州市下水道事業の目指すべき将来像を示し、今後それらの課題にどのように取り組むかを定めたマスタープラン
として、「甲州市下水道事業経営戦略改定」（案）を作成しました。これに伴い、市民の皆さまからご意見を募集します。 
●閲覧場所　・市ホームページ　・市役所本庁舎 上下水道課／勝沼支所／大和支所 
●閲覧および募集期間　9月17日（火）～10月18日（金）　午前9時～午後5時　※土・日・祝日は除く 
●意見を提出できる方　 ①市内在住の方　②市内に通勤、通学している方
　③市内で事業または活動を行う法人・団体　④市に納税義務がある個人・法人・団体　など 
　⑤①～④に掲げるもののほか、計画に関し具体的な利害関係のある個人・法人・団体 
●提出方法　任意の様式に、住所、氏名を記入の上、郵便、FAX、メールまたは持参のいずれかの方法で提出してください。
　※電話や口頭によるご意見は受け付けません。
●提出先　 
・郵送 〒404-8501（住所不要）上下水道課 下水道担当　・℻33-8000 
・ suidou@city.koshu.lg.jp　・持参 上下水道課、勝沼支所、大和支所 
※提出いただいたご意見は、市の考え方とともに公表します。 ※ご意見に対する個別の回答はしません。また、ご意見の原稿等は返却しません。

 上下水道課 下水道担当　☎32-5078

移住支援ポータルサイト「甲州らいふ」掲載事業者大募!

 政策秘書課 地域未来戦略担当　☎32-5037　 iju@city.koshu.yamanashi.jp

詳細はこちら詳細はこちら

※リンク掲載のため、独自のホームページやSNS等があり、随時更新されている事業者の方に限ります。
※市外のお客様がご利用可能で、本市の魅力発信に繋がるような業態であれば原則として業種は問いません。
※掲載にかかる費用は無料です。

応募方法
下記メールアドレスにリンク先のアドレスを貼付し、
タイトルを「甲州らいふ掲載希望」としてご連絡ください。

　甲州市の地域情報や魅力を発信している「甲州らいふ」に掲載いただける市内の飲食店・宿泊施設等を募集します。
皆さまの事業の一つひとつが地域情報であり魅力となります。たくさんのご応募をお待ちしています。

相

　談

相

　談

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」
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相

　談

要
予
約
・
無 
料

無
料
法
律
相
談

 

9
月
17
日（
火
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分 

 

勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー 

2
階 
会
議
室
A

 

甲
州
市
民 

● 

定
員 

6
名

　 （
1
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

※ 

9
月
5
日（
木
）午
前
8
時
30
分
～
13
日

（
金
）午
後
５
時
15
分
ま
で
予
約
を
受
け

付
け
ま
す
。

※ 

な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設

け
る
た
め
、ご
利
用
は
原
則
、年
度
内
1

回
限
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
5
0
6
8 

予
約
不
要
・
無 

料

合
同
相
談 

 

身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
毎
月
開
催
し

て
い
ま
す
。
行
政
、人
権
、家
庭
の
こ
と

で
お
悩
み
の
方
は
、こ
の
機
会
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。 

 

9
月
13
日（
金
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
3
時 

 

市
役
所
本
庁
舎 

2
階 

第
1
会
議
室 

 

甲
州
市
民 

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当 

☎
32
‐
5
0
6
8 

生
活
困
窮
者
相
談
窓
口
出
張
相
談 

 

経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
方
、日
常
生
活

に
不
安
や
心
配
を
抱
え
て
い
る
方
の
さ

ま
ざ
ま
な
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

 

10
月
3
日（
木
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分 

 

大
和
ふ
る
さ
と
会
館 

1
階 

研
修
室
1 

 

市
内
在
住
の
方 

※ 

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。 

※ 

法
律
相
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※ 

毎
週
水
曜
日
、午
前
9
時
～
正
午
に
福
祉

総
合
支
援
課
窓
口
に
お
い
て
出
張
相
談

を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

 

甲
州
市
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
ぶ
り
っ
じ 

☎
34
‐
8
5
6
1

℻
34
‐
9
2
7
0

要
予
約
・
無 

料

あ
ん
し
ん
相
談 

 

閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
た
、
無
口
に

な
っ
た
、会
社
や
学
校
に
行
け
な
い
、家

族
関
係
や
友
人
関
係
が
う
ま
く
い
か
な

い
な
ど
、心
の
悩
み
や
不
安
を
中
心
と
し

た
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

 

随
時（
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
）

 

午
前
9
時
～
午
後
4
時 

 

来
所
を
基
本
と
し
ま
す
が
、ご
事
情
に
よ

り
訪
問
等
の
対
応
も
行
い
ま
す
。
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

 

福
祉
総
合
支
援
課 

相
談
支
援
担
当 

☎
32
‐
0
2
8
5
　 

℻
32
‐
5
0
7
9 

予
約
不
要
・
無 

料

勝
沼・大
和
地
域
行
政
相
談

 

行
政
へ
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
、行
政
相
談

委
員
が
身
近
な
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

9
月
20
日（
金
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
3
時 

 

大
和
ふ
る
さ
と
会
館 

2
階 

研
修
室
3 

 

甲
州
市
民 

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当 

☎
32
‐
5
0
6
8 

予
約
不
要
・
無 

料

消
費
生
活
相
談

 

消
費
生
活
相
談
員
が
消
費
生
活
に
関
す

る
ト
ラ
ブ
ル（
電
話
詐
欺
や
架
空
請
求
、

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
等
）の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
お
困
り
の
方
は
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

 

甲
州
市
民
、山
梨
市
民

◎ 

甲
州
市
会
場

 

9
月
4
日（
水
）／
18
日（
水
）／

25
日（
水
） 

 

市
役
所
本
庁
舎 

1
階 

相
談
室（
市
民
課
内
） 

◎ 

山
梨
市
会
場 

 

9
月
3
日（
火
）／
10
日（
火
）／

17
日（
火
）／
24
日（
火
） 

 

山
梨
市
役
所 

◎ 

甲
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

 

月
～
金
曜
日

　 

午
前
9
時
～
午
後
4
時 

（
水
曜
日
は
午
後
6
時
ま
で
） 

 

甲
府
市
役
所 

本
庁
舎 

4
階 

予
約
不
要
・
無 

料

こ
ど
も
家
庭
相
談 

 

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
で
は
、こ
ど
も・

子
育
て
全
般
や
、児
童
虐
待
防
止
等
、家

庭
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
困
り
ご
と
の

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

こ
ど
も
に
対
し
て
の
不
適
切
な
対
応
は
、

こ
ど
も
の
身
体
の
成
長
や
脳
の
発
達
に

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。「
虐
待
か
も
」と

思
っ
た
ら
、こ
ど
も
を
救
う
た
め
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。「
あ
な
た
」の
勇
気
が
、

こ
ど
も
を
守
る
大
き
な
一
歩
と
な
り
ま

す
。 

● 

気
が
か
り
な
こ
ど
も
の
サ
イ
ン 

 

悲
鳴
や
泣
き
声
が
聞
こ
え
る 

 

洋
服
や
身
体
が
い
つ
も
汚
れ
て
い
る 

 

表
情
が
乏
し
い 

 

急
に
や
せ
た 

 

家
に
帰
り
た
が
ら
な
い
　な
ど 

※ 

連
絡
者
の
情
報
は
守
ら
れ
ま
す
。
匿
名

で
の
連
絡
も
可
能
で
す
。 

 

随
時 

 

子
育
て
支
援
課 

こ
ど
も
家
庭
相
談
担
当 

☎
33
‐
2
2
0
3 

☎
32
‐
5
0
8
1 

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当 

☎
32
‐
5
0
6
8

 

山
梨
市 

商
工
労
政
課 

商
工
労
政
担
当

☎
22
‐
1
1
1
1

 

甲
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
0
5
5
‐
2
3
7
‐
5
3
0
9

予
約
不
要
・
無 

料

合
同
行
政
相
談
所
開
設 

 

弁
護
士
、司
法
書
士
、税
理
士
な
ど
が
生

活
に
か
か
わ
る
登
記
、年
金
、労
働
、道
路

な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

9
月
11
日（
水
）

 

午
前
10
時
30
分
～
午
後
3
時 

 

山
梨
市
民
会
館 

3
階 

3
0
3
会
議
室

 

ど
な
た
で
も
可

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
5
0
6
8

 

総
務
省 

山
梨
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー 

☎
0
5
5
‐
2
5
2
‐
1
4
9
6 

障
害
者
差
別
に
関
す
る
相
談 

 

「
こ
れ
っ
て
障
害
者
差
別
で
は
？
」「
障
害

者
の
方
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
る
べ

き
か
？
」な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 
福
祉
総
合
支
援
課 

相
談
支
援
担
当 

☎
32
‐
0
2
8
5
　 

℻
32
‐
5
0
7
9 

要
予
約
・
無 

料

も
の
忘
れ
相
談  

 

最
近
も
の
忘
れ
し
や
す
く
な
り
心
配
な

方
や
、気
に
な
る
症
状
が
出
て
き
た
家
族

へ
の
対
応
方
法
な
ど
、日
下
部
記
念
病
院

の
認
知
症
専
門
医
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

9
月
20
日（
金
）
　 

午
後
1
時
30
分
～ 

 

市
役
所
本
庁
舎 

 

9
月
17
日（
火
）ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※ 

毎
月
第
3
金
曜
日
に
開
設
し
て
い
ま
す
。 

 

介
護
支
援
課 

高
齢
者
支
援
担
当 

☎
34
‐
5
4
3
4 

要
予
約

成
年
後
見
制
度・相
続・遺
言
の
相
談  

 

司
法
書
士
が
次
の
よ
う
な
相
談
に
応
じ

ま
す
。

 

将
来
に
備
え
て
成
年
後
見
制
度
に
つ
い

て
知
り
た
い 

 

相
続
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
い 

 

遺
言
書
を
作
成
し
た
い
　な
ど 

 

9
月
25
日（
水
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分
　 

 

塩
山
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

2
階

介
護
用
品
展
示
室

 

市
内
在
住
の
方 

● 

定
員

　4
名（
1
名
に
つ
き
40
分
以
内
） 

 

9
月
2
日（
月
）午
前
8
時
30
分
か
ら
電

話
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。 

 

甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー 

☎
34
‐
8
1
9
5

要
予
約

相
続
登
記
の
無
料
相
談
会

 

司
法
書
士
が
、
相
続
や
会
社
関
係
の
登

記
、土
地・建
物
の
名
義
変
更
、遺
言
、成

年
後
見
等
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

 

9
月
16
日（
月・振
） 

 

午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分 

 

街
の
駅
や
ま
な
し 

※ 

相
談
時
間
は
1
組
に
つ
き
40
分
以
内 

※ 

書
類
の
作
成
指
導
や
審
査
は
行
い
ま
せ
ん
。 

※ 

初
め
て
の
ご
相
談
に
限
り
ま
す
。 

 

山
梨
県
司
法
書
士
会 

相
続
登
記
相
談
セ
ン
タ
ー 

☎
0
5
5
‐
2
5
3
‐
2
3
7
6 

予
約
不
要
・
無 

料

特
設
行
政
相
談
所
開
設 

 

9
月
1
日（
日
）～
10
月
31
日（
木
）は
行

政
相
談
月
間
で
す
。
年
金
、福
祉
、登
記

事
務
、道
路
、窓
口
サ
ー
ビ
ス
、国・県
等

の
業
務
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

10
月
7
日（
月
）

 

午
後
1
時
～
3
時

 

市
役
所 

本
庁
舎 

1
階

　 

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

 

甲
州
市
民

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
5
0
6
8 

要
予
約
・
無 

料

甲
府
年
金
事
務
所
出
張
相
談 

 

年
金
請
求
手
続
き
、年
金
受
給
者
の
死
亡

に
関
す
る
手
続
き
、
年
金
加
入・
納
付
記

録
の
確
認
や
年
金
額
の
計
算
な
ど 

 

9
月
26
日（
木
） 

 

午
前
の
部

　午
前
10
時
～
正
午 

　 

午
後
の
部

　午
後
1
時
～
4
時 

 

市
役
所 

本
庁
舎 

1
階 

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

 

基
礎
年
金
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の（
年

金
手
帳
、年
金
証
書
等
）お
よ
び
本
人
確

認
書
類（
運
転
免
許
証
等
）を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
代
理
人
の
方
が
お
越
し
の
場

合
は
、委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
が
必
要
で
す
。

※ 

予
約
等
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、甲
府
年
金

事
務
所
へ
お
願
い
し
ま
す
。

 

甲
府
年
金
事
務
所

☎
0
5
5
‐
2
5
2
‐
1
4
3
1

こちらからお名前を聞くことはありませんこちらからお名前を聞くことはありません

ひとりで悩まずお電話ください
055-221-4343相談電話

毎週火曜～土曜 午後 4時～午後１０時

山梨いのちの電話山梨いのちの電話
ボランティア相談員募集
活動資金応援もお待ちしています
事務局055-225-1511 平日月～金 午後１時～５時

有
料
広
告

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

相

　談

相

　談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」

25 24令 和 6 年 9 月広報こうしゅう



申込はこちら

 総務課 デジタル推進担当　☎32-3700

日　時　9月13日（金）午後1時30分～3時、
　　　　25日（水）午後3時～4時30分
場　所　甲州市民文化会館 2階 第3会議室
講　師　株式会社フォネット

定　員　各回8名程度
持ち物　お持ちのスマートフォン

（貸出あり ※お持ちでない方はご相談ください。）
※令和7年3月まで、毎月2コマ開催します。

甲州市高齢者スマートフォン購入費補助事業対象講座
【スマートフォン教室】基礎編　 要申込・無料 ※電話でお申し込みください。（土・日・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）

　スマートフォンの基礎知識、音声検索、カメラの操作、LINEの使い方、マイナポータルの紹介などスマート
フォンの基本的な操作方法について学びます。

イ
ベ
ン
ト

要
申
込

第
19
回
甲
州
市
民
親
睦
ゴ
ル
フ
大
会

 

10
月
８
日（
火
）

 

塩
山
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽
部

 

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
方

● 

競
技
方
法

前
半
ハ
ー
フ
９
ホ
ー
ル
の
ス
ト
ロ
ー
ク

プ
レ
ー（
新
ぺ
リ
ア
方
式
）

 

優
勝
、準
優
勝
、３
位
ま
で
表
彰

　 （
総
合
の
部・女
子
の
部
）

 

飛
び
賞
、
ベ
ス
グ
ロ
、
ニ
ア
ピ
ン
、
ブ
ー

ビ
ー
、ブ
ー
ビ
ー
メ
ー
カ
ー
、ド
ラ
コ
ン

に
賞
品
あ
り

 

プ
レ
ー
費
　

８
︐３
０
０
円（
セ
ル
フ・食
事
つ
き
）

 

参
加
費
　
２
︐０
０
０
円

● 

募
集
人
数
　
２
０
０
名（
50
組
）

● 

募
集
期
限

９
月
20
日（
金
）ま
で
に
各
支
部
ゴ
ル
フ

部
長
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

● 

主
催

甲
州
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会・

甲
州
市
教
育
委
員
会

● 

主
管

甲
州
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
ゴ
ル
フ
部

 

生
涯
学
習
課 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
担
当

☎
32
‐
５
０
９
８

℻
32
‐
２
８
３
７

申
込
不
要
・
無 

料

相
続
登
記
申
請
義
務
化
に
伴
う

イ
ベ
ン
ト
開
催

 

財
産
承
継
を
円
滑
に
、そ
し
て
確
実
に
自

ら
の
想
い
を
相
続
人
に
遺
す
た
め
、相
続

に
つ
い
て
家
族
で
話
し
合
う
こ
と
の
大

切
さ
や
遺
言
書
の
必
要
性
に
つ
い
て
学

び
ま
す
。
ど
な
た
で
も
ご
参
加
可
能
で

す
。

 

第
１
部

映
画「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
」上
映

 

第
２
部

会
場
参
加
型
ワ
ー
ク
　

遺
言
書
を
作
っ
て
み
よ
う

 

９
月
21
日（
土
）

 

午
後
１
時
～
４
時

（
正
午
開
場
）

 

Ｙ
Ｃ
Ｃ
県
民
文
化
ホ
ー
ル

● 

定
員
　
６
０
０
名

※ 

当
日
受
付
順

● 

出
演
ゲ
ス
ト

梅
沢 

富
美
男
氏

ケ
ン
キ
氏（
U
T
Y
ス
ゴ
ろ
く
メ
イ
ン

M
C・令
和
５
年
度
司
法
書
士
試
験
合
格

者
）

※ 

駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
公

共
交
通
機
関
、乗
り
合
わ
せ
等
で
ご
来
場

く
だ
さ
い
。

 

山
梨
県
司
法
書
士
会

☎
０
５
５
‐
２
５
３
‐
６
９
０
０

申
込
不
要
・
無 

料

2
0
2
4
ス
ト
リ
ー
ト
ピ
ア
ノ

コ
ン
サ
ー
ト
開
催

 

市
民
の
皆
さ
ま
に
気
軽
に
音
楽
を
楽
し

ん
で
い
た
だ
く
た
め
、コ
ン
サ
ー
ト
を
開

催
し
ま
す
。
ご
自
由
に
鑑
賞
い
た
だ
け

ま
す
。
多
く
の
方
の
ご
来
場
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

 

９
月
29
日（
日
）

 

午
後
２
時
～
２
時
50
分

（
午
後
１
時
30
分
開
場
）

 

市
役
所
本
庁
舎 

１
階 

ロ
ビ
ー

● 

出
演
者

ピ
ア
ニ
ス
ト
　
小
林 

真
人
氏

※ 
座
席
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
、一
部
立
ち

見
席
と
な
り
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
担
当

☎
32
‐
５
０
９
７

講
座
・
教
室

要
申
込
・
無 

料

肺
活
量
U
P
！「
ボ
イ
ト
レ
」講
座

 

プ
ロ
の
音
楽
家
に
よ
る
ボ
イ
ス
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
と
笑
い
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
よ

り
、体
幹
と
横
隔
膜
を
鍛
え
て
、肺
活
量・

発
声
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
練
習
後

に
、毎
月
１
曲
季
節
の
歌
な
ど
を
歌
い
ま

す
。

 

10
月
19
日（
土
）

 

午
前
10
時
30
分
～
正
午

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

大
会
議
室

● 

定
員
　
20
名（
先
着
順
）

 

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤・在
学
の
方

（
高
校
生
以
上
）

● 

講
師
　
近
藤 

愛
氏

（
音
楽
教
室Am

our M
usicasa

主
宰
）

 

飲
み
物（
水
分
補
給
用
）、フ
ェ
イ
ス
タ
オ

ル
※ 

令
和
７
年
２
月
ま
で
不
定
期
に
開
催
予

定
で
す
。
各
回
ご
と
に
申
し
込
み
が
必

要
で
す
。

 

９
月
24
日（
火
）～
10
月
１
日（
火
）の
間

に
L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム
、
電
話
ま
た
は

市
民
文
化
会
館
窓
口
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

（
月
曜・
休
館
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午

後
５
時
）

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

申
込
不
要
・
無 

料

芸
術
を
楽
し
む
秋
の
夕
べ

 

市
民
の
皆
さ
ま
に
芸
術
に
触
れ
て
い
た

だ
く
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、毎
年
音
楽

コ
ン
サ
ー
ト
等
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

今
年
は
、ス
イ
ン
グ
バ
ー
ド
ジ
ャ
ズ
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
に
ビ
ッ
ク
バ
ン
ド
ジ
ャ
ズ
を

演
奏
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
秋
の
夜
長

に
素
晴
ら
し
い
音
楽
を
ご
堪
能
く
だ
さ

い
。

 

10
月
４
日（
金
）

 

午
後
７
時
30
分
～
８
時
30
分

（
午
後
７
時
開
場
）

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

ホ
ー
ル

要
申
込
・
無 

料

体
幹
U
P
！「
ヨ
ガ
」講
座

 

ヨ
ガ
の
基
本
姿
勢
や
呼
吸
法
、瞑
想
な
ど

の
レ
ッ
ス
ン
を
体
験
し
ま
す
。

 

９
月
28
日（
土
）

 

午
前
10
時
～
11
時
30
分

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

第
２
会
議
室

● 

定
員
　
10
名（
抽
選
制
）

 

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
方（
小
学
校
３

年
生
以
下
の
方
は
保
護
者
同
伴
）

● 

講
師
　
高
木 

緑
氏

（
Y
O
G
A
空
主
宰
）

 

飲
み
物（
水
分
補
給
用
）、フ
ェ
イ
ス
タ
オ

ル
、ヨ
ガ
マ
ッ
ト
、動
き
や
す
い
服
装

※ 

令
和
７
年
２
月
ま
で
毎
月
開
催
予
定
で

す
。
各
回
ご
と
に
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。

※ 

個
々
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
進
行
し
ま

す
。

 

９
月
３
日（
火
）～
10
日（
火
）の
間
に

L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム
、電
話
ま
た
は
市
民

文
化
会
館
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※ 

抽
選
結
果
は
９
月
13
日（
金
）以
降
、当
選

さ
れ
た
方
へ
連
絡
し
ま
す
。

※ 

落
選
さ
れ
た
方
に
は
連
絡
し
ま
せ
ん
。

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

 

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤・在
学
の
方

※ 

同
伴
者
が
右
記
に
該
当
す
る
場
合
は
、市

外
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

● 

定
員
　
８
０
０
名

※ 

天
候・感
染
症
の
状
況
等
に
よ
り
内
容
の

変
更・中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、乗

り
合
わ
せ
等
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
路

上
駐
車
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

● 

主
催 

甲
州
市
生
涯
学
習
市
民
協
議
会

● 

共
催 

甲
州
市
教
育
委
員
会

 

甲
州
市
生
涯
学
習
市
民
協
議
会
事
務
局

（
生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
担
当
内
）

（
土
日
、祝
日
を
除
く
　
午
前
９
時
～
午

後
５
時
）

☎
32
‐
５
０
９
７

申込はこちら

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相

　談

相

　談

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室
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ン
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要
申
込
・
無 

料

甲
州
市
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ク
ラ
ブ

参
加
者
募
集

◆ 

10
月
の
活
動

　 

大
蔵
高
丸
登
山

 

10
月
19
日（
土
）※ 
雨
天
中
止

 

午
前
７
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

　 （
午
前
７
時
30
分
受
付
開
始
）

 

甲
州
市
民
文
化
会
館

 

市
内
在
住
の
小
学
校
４
～
６
年
生

●
定
員
　
15
名（
先
着
順
）

 

L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム

　 

９
月
２
日（
月
）～
23
日（
月・振
）

 

電
話
受
付

　 

９
月
24
日（
火
）～
27
日（
金
）

※ 

L
o
g
o
フ
ォ
ー
ム
受
付
で
定
員
に
達

し
た
場
合
は
、
電
話
受
付
は
行
い
ま
せ

ん
。

● 

主
催
　
甲
州
市
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ク
ラ

ブ
実
行
委
員
会

※ 

状
況
に
よ
り
内
容
の
変
更
、ま
た
は
中
止

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
担
当

　 

☎
32
‐
5
0
9
7

　 

（
土・日・祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午
後

５
時
）

申
込
不
要
・
無 

料

現
代
的
課
題
講
座「
地
域
の
豊
か
さ
か

ら
考
え
る
地
方
創
生
」

 

本
講
座
で
は
、地
域
が
重
要
に
な
っ
て
き

要
申
込

初
心
者
カ
ヌ
ー
体
験

 

水
上
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
１
つ
で
あ

る
カ
ヌ
ー
乗
船
体
験
を
プ
ー
ル
で
行
い

ま
す
。

 

９
月
21
日（
土
）

 

午
後
１
時
～
３
時

 

塩
山
B
&
G
海
洋
セ
ン
タ
ー

● 

定
員
　
９
名

 

小
学
生
以
上

 

５
０
０
円

 

水
着
、タ
オ
ル
、水
泳
帽

 

塩
山
B
&
G
海
洋
セ
ン
タ
ー

☎
32
‐
１
５
９
６

要
申
込
・
無 

料

海
ご
み
ゼ
ロ
ウ
ィ
ー
ク
活
動

 

清
掃
活
動
を
実
施
し
、
水
辺
の
環
境
保

全
、海
洋
ゴ
ミ
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
意

識
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

 

９
月
28
日（
土
）

 

午
後
１
時
～
３
時

 

塩
山
B
&
G
海
洋
セ
ン
タ
ー
周
辺

● 

定
員
　
50
名

 

幼
児（
保
護
者
同
伴
）～
大
人

 

帽
子
、タ
オ
ル
、水
筒
、雨
具

 

塩
山
B
&
G
海
洋
セ
ン
タ
ー

　 

☎
32
‐
1
5
9
6

て
い
る
時
代
背
景
を
学
び
、山
梨
県
の
特

徴
あ
る
地
域
資
源
と
地
域
の
豊
か
さ
を

学
ぶ
機
会
で
す
。

 

９
月
24
日（
火
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

3
階 

第
2
研
修
室

● 

定
員
　
当
日
先
着
30
名

● 

講
師
　
今
井 

久
氏

　 （
山
梨
総
合
研
究
所
理
事
長
）

 

筆
記
用
具

※ 

開
催
時
間
の
10
分
前
か
ら
当
会
場
に
お

け
る
質
問
の
方
法
に
つ
い
て
の
説
明
を

行
い
ま
す
。

※ 

山
梨
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
が
開

催
す
る
講
座
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
中
継

し
、当
会
場
に
て
視
聴
し
ま
す
。

 
生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

　 
☎
32
‐
1
4
1
1

県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

能
力
開
発
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

● 

10
月
開
催
予
定
講
座

 

A
I
実
習

 

３
次
元
C
A
D
応
用

 TO
EIC®

Listening&ReadingTest

対
策
講
座（
リ
ス
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
）

 

エ
ク
セ
ル
基
礎（
第
２
回
）

● 

11
月
開
催
予
定
講
座

 

エ
ク
セ
ル
応
用

 

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

塩
山
キ
ャ
ン
パ
ス

☎
32
‐
５
２
０
２

要
申
込
・
無 

料

山
梨
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

講
習
会

◎ 

障
子・網
戸
張
替
え
講
習

 

９
月
18
日（
水
）、19
日（
木
）の
２
日
間

 

午
前
10
時
～
午
後
４
時

 

笛
吹
市
内

● 

定
員
　
10
名

◎ 

手
刈
り・刃
物
研
ぎ
講
習

 

10
月
22
日（
火
）

 

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

 

甲
府
市
内

● 

定
員
　
15
名

◎ 

植
木
剪
定
講
習

 

10
月
７
日（
月
）、８
日（
火
）、10
日（
木
）

の
３
日
間

 

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

 

中
央
市
内

● 

定
員
　
15
名

※ 

書
類
選
考
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

 

令
和
６
年
度
に
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
に
入
会
し
て
就
業
を
希
望
さ
れ
る

方
※ 

事
前
に
登
録
が
必
要
で
す
。

● 

申
込
締
切
日
　

９
月
10
日（
火
）

 

山
梨
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
会

☎
０
５
５
‐
２
２
８
‐
８
３
８
３

「
シ
リ
ー
ズ
や
ま
な
し
さ
ん
ぽ
」

 

県
内
市
町
村
の
歴
史・文
化
、観
光
、そ

の
土
地
の
人
々
の
暮
ら
し
、現
在
の
取

り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
、シ
リ
ー
ズ
で

紹
介
し
、各
市
町
村
の
魅
力
を
再
発
見

す
る
講
座
で
す
。

● 

第
１
回

韮
崎
の
魅
力
を
支
え
る
景
観
と
積
み

重
な
る
歴
史
文
化

 

９
月
10
日（
火
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

● 

講
師
　
渋
谷 

賢
太
郎
氏

（
韮
崎
市
教
育
委
員
会
教
育
課
）

● 

第
２
回

聖
地「
身
延
」そ
の
礎
と
な
っ
た
自
然・

歴
史・人

 

９
月
26
日（
木
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

● 

講
師
　
深
沢 

広
太
氏

（
身
延
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
）

● 

第
３
回

丹
波
山
村
の
歴
史
文
化
と

人
々
の
暮
ら
し

 

10
月
18
日（
金
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

● 

講
師
　
木
下 

和
彦
氏

（
元
丹
波
山
村
温
泉
観
光
課
長
）

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階

第
２
研
修
室

山
県
大
弐

～
山
梨
が
誇
る
学
問
の
神
様
～

 

２
０
２
５
年
に
生
誕
３
０
０
年
を
迎

え
る
山
県
大
弐
の
生
涯
と
代
表
的
著

書「
柳
子
新
論
」に
つ
い
て
学
ぶ
講
座

で
す
。

● 

第
１
回

山
県
大
弐
が
生
き
た
時
代

 

10
月
８
日（
火
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階

第
２
研
修
室

● 

第
２
回

獅
子
新
論

 

10
月
11
日（
金
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

大
会
議
室

● 

講
師
　
長
谷
川 

哲
也
氏

（
甲
斐
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
）

● 

定
員
　
各
回
当
日
先
着
30
名

 

い
ず
れ
も
筆
記
用
具
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

※ 

開
催
時
間
の
10
分
前
か
ら
当
会
場
に

お
け
る
質
問
の
方
法
に
つ
い
て
の
説

明
を
行
い
ま
す
。

※ 

山
梨
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
が

開
催
す
る
講
座
を
、リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

中
継
し
、当
会
場
に
て
視
聴
し
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課
公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

申
込
不
要
・
無 

料

山
梨
学
講
座

申込は
こちら

　NHK交響楽団の金管楽器奏者5名による圧巻のブラス。金管五重
奏のために書かれたオリジナル作品を中心に、華やかかつ重厚なサウ
ンドをお届けします。ユーモアあふれるトークでは金管楽器のみな
らず、オーケストラにまつわる豆知識も！誰もが楽しめるコンサート
です。
入場料　全席指定　一般 1,000円、18歳以下 無料　
販売場所　 甲州市民文化会館 窓口（月曜・祝日を除く午前9時～午後5時）
※18歳以下の方は年齢を証するものが必要です。　※お申し込みは、1人につき5席までです。
※未就学児の入場はご遠慮ください。　※前売り券が完売の場合、当日券の販売はありません。
※本公演は(公財)三井住友海上文化財団の助成により特別料金を設定しています。

主催　甲州市、山梨県、（公財）三井住友海上文化財団
後援　山梨日日新聞社・山梨放送、テレビ山梨

　こども向けオペラ「ヘンゼルとグレーテル」を上演します。有名な
グリム童話を音楽によりお話を進めていきます。クラシックの名曲
や誰でも知っている歌など、小さなお子様でもわかりやすく、家族み
んなで楽しめるファミリーコンサートです。
日時　10月6日(日)　午後2時～（午後1時30分開場）
場所　甲州市民文化会館 ホール　　定員　800名
対象　0歳～入場可　　入場料　無料　
申込方法　9月3日（火）午前9時からLoGoフォームまたは
市ホームページからお申し込みください。
※当日受付時に、「申込画面」をご提示ください。

申込は
こちら

 生涯学習課 公民館担当　☎32-1411０

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相

　談

相

　談

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

講
座
・
教
室

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」
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か
き
す

け ホームページ https://www.lib-koshu.jp/

☎22-0110日下部警察署 INFORMATION

Y A M A N A S H I  P O L I C E

薬物乱用・ダメ！・ゼッタイ！
　薬物使用のきっかけは、仲間からの誘いや、ちょっとした好奇心から安易に使い始め
ています。
　薬物使用は、健康に悪い影響を及ぼすとともに、薬物使用の危険性は身近にあり、自
分には関係ないと思わないことが大切です。薬物使用を誘われたり、薬物についての悩
みや疑問を感じたときは、ご相談ください。

ヴァンフォーレ甲府「甲州市サンクスデー」を開催

 薬物相談　☎055-228-8974

　J1復帰を目指しJ2で活躍を続けているヴァンフォーレ甲府。
　今年の「甲州市サンクスデー」は、山梨市と共同開催です。市民の皆さまを無料
でご招待します。みんなでヴァンフォーレ甲府を応援しよう！
日　 時 	 9月28日（土）	午後4時キックオフ
場　 所 	 JITリサイクルインクスタジアム（小瀬スポーツ公園内）
定　 員 	 400名（先着順）
対戦相手 	 モンテディオ山形
座　 種 	 バック自由席
招待チケット取得方法　二次元バーコードから取得できます。
取得期間 	 9月14日（土）	午前10時〜27日（金）	午後11時59分
そ の 他 	 ・招待チケットはバーコードチケットのみです。紙の招待チケットはありません。
	 ・1人の上限は2枚までです。
	 ・無くなり次第終了となります。

 ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ　☎055-254-6867（平日午前9時～午後6時）

ヴァンフォーレコラボ事業 令和6年度 わくわく運動健康教室
　本年度も、甲州市スポーツ協会がヴァンフォーレスポーツクラブとのコラボ事業として行います。
　タニラダーでおなじみ「谷真一郎フィットネスダイレクター」によるヘルスアッププログラムを開催。
　音楽に合わせて楽しく【筋力（姿勢）×認知機能（視覚・聴覚・触覚）】を重点的に専門家がトレーニング・サポート
します。
日　 時 	 10月11日、18日、25日　11月8日、15日、22日、29日　12月6日、13日、20日
	 全10回、いずれも金曜日、午前10時〜11時30分
	 ※網掛けは姿勢解析アプリによる自身の体のバランス測定日（ご自身の姿勢が可視化できます。）
場　 所 	 甲州市塩山体育館
対象年齢 	 市内在住および在勤の55歳以上の方
	 （トレーニング内容として年齢を設けていますが、55歳以下で興味のある方も申し込み可能）
定　 員 	 40名（先着順）　※定員になり次第、受付終了
参 加 料 	 1回500円（保険料、測定代）　※当日徴収。返金はできません。
内　 容 	 ヴァンフォーレアカデミーコーチによるヘルスアップトレーニング・ボール運動
持 ち 物 	 飲み物、タオル、体育館履き　　特　  典　ヴァンフォーレ甲府のノベルティあり
そ の 他 	 健康増進課で実施している「健幸ポイントこうしゅう」対象事業です。
申込期間 	 9月10日（火）午前9時から随時受付（月曜・祝日の翌日は除く）
申込方法 	 電話またはメール

 生涯学習課 スポーツ振興担当　☎32-5098　 s-gakushu@city.koshu.lg.jp

塩
山
図
書
館 

☎
32
‐
１
５
０
５
／
勝
沼
図
書
館 

☎
44
‐
３
７
４
６
／
大
和
図
書
館 

☎
48
‐
２
９
２
１
／
甘
草
屋
敷
子
ど
も
図
書
館
／
☎
33
‐
５
９
２
６

お
問
い
合
わ
せ
先

大和図書館蔵書点検のお知らせ
大和図書館は蔵書点検、館内整備作業のため下記の
期間を休館とさせていただきます。

期間　9月2日（月）〜11日（水）

塩山図書館

おとなのための ペーパークラフト教室
『秋のみのり〜ぶどう〜』

画用紙を使って、葡萄の置物を作ります。
〈日　時〉　9月8日（日）午後2時～

〈会　場〉　甲州市民文化会館
〈申込み〉　塩山図書館まで
〈持ち物〉 はさみ・水筒・お手拭き
 （ウェットティッシュ）

〈会　期〉　9月28日（土）～

〈会　場〉　勝沼図書館 メインフロア
古来から「ぶどう」は、多産や吉祥のモチーフとして
人々に好まれ愛され、世界の歴史や宗教、芸術に残
されてきました。もちろんこの山梨・勝沼でも！
今年度の資料展は『愛でる　暮らしの中のぶどうと
ワイン』をテーマに、私たちの生活の中にある『良き
もの』として表現されているぶどうとワインを、皆
さまにたくさん紹介したいと思います。

※昨年度の様子

勝沼図書館

第27回ぶどうとワインの資料展
「愛でる 暮らしの中のぶどうとワイン」

『はずんで楽しいBigヨーヨー』
〈日　時〉　10月14日（月・祝）

〈会　場〉　甘草屋敷子ども図書館
〈申込み〉　9月14日（土）～ 塩山図書館まで

パークライブラリー　午前10時30分～午後3時30分
お父さんのお話会　　午前10時～10時30分
ワークショップ　　　午後1時30分～
お庭のテントやハンモックをまわって、絵本を読む
イベントです。午前の部はお話会、午後の部はワー
クショップを開催します。

甘草屋敷子ども図書館

秋のパークライブラリー

バトラー（発表者）を募集しています。チャンプ本
を目指してみませんか？観覧は自由です。時間ま
でにお集まりください。また、ビブリオバトルIN塩
山10周年を記念して歴代チャンプ本を展示中です。
ぜひお越しください。

〈日　時〉　9月29日（日）午後5時15分～

〈会　場〉　塩山図書館 閲覧席
〈申込み〉　塩山図書館まで

紹介本のテーマ「フリー」

塩山図書館
知的書評合戦ビブリオバトルIN塩山 35

10周年

木工芸館で小さな本棚をつくり、その中に自分の好
きな本でライブラリーをつくります！作成後の
1ヵ月間、館内にて展示をします。
みんなのライブラリーを見てみよう。
7月のPart1に参加された方も大歓迎です。

〈日　時〉　10月19日（土）午前9時15分集合

〈会　場〉　勝沼図書館
〈対　象〉　小学生～一般
〈定　員〉　12名

〈参加費〉　500円

〈申込み〉　9月28日（土）～ 勝沼図書館まで

勝沼図書館

『ジブン図書館! My library』を
つくろう Part.2

〈会　期〉　9月14日（土）～11月30日（土）

・お祭りの絵本　・お面のコーナー
・金魚すくいのコーナー など

甘草屋敷子ども図書館

企画展『おまつりの蔵』開催！
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第54回山梨県消防団員操法大会
甲州市消防団神金分団が準優勝！
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　7月28日、山梨県消防学校（中央市）で行
われた第54回山梨県消防団員操法大会「小
型ポンプ操法」において、東山梨支部の代表
として、甲州市消防団神金分団が出場し準
優勝しました。
　地域における消防・防災のリーダーとし
て市民の皆さまの安心と安全を守るため、
甲州市消防団は活動、訓練をしています。

第36回下水道まつりのお知らせ
　9月10日の「下水道の日」にあわせて、どなたでも楽しみながら
下水道のことが学べるように、たくさんの催し物を用意しました。
　ぜひご来場ください。
日　時	 9月8日（日）	午前10時～午後2時	※雨天決行
場　所	 釜無川浄化センター（南巨摩郡富士川町長澤1790番地）
催し物	 下水道施設見学会、下水道探険ツアー、ミニ下水道展、
	 水質実験コーナー、マイエコバック作りなど
	 ※雨天時には、一部の催し物が中止となる場合があります。

主　催	 山梨県、釜無川流域下水道推進協議会、
	 （公財）山梨県下水道公社

	釜無川浄化センター　☎0556-22-8511

〒404-8501　山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1　☎0553-32-2111　℻0553-32-1818　ホームページアドレス／https://www.city.koshu.yamanashi.jp　メールアドレス／ info@city.koshu.yamanashi.jp
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人口  29,221人（-40）  男  14,145人（-15）  女  15,076人（-25）  世帯数  13,099世帯（+2）2024.8.1現在 （　）内は前月比
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人口と世帯

選ぶ、楽しさ。
昭和堂

創業98年昭和堂
☎
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00～19：00
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24時間以内に放送された
防災行政無線の内容を
確認できます。

いまの放送聞き逃した！
そんなときは…
☎0553-33-9900へ!
通話料がかかります

防災行政無線

『地域情報や魅力の発見・発信事業』

募集

　甲州市の地域情報や魅力、移住情報を県内外に発信するための
「甲州らいふ（冊子版・WEB版）」や各種イベントのチラシなどを作
成する協力者を募集します。これまでの経歴や作品（作風）がわか
る資料などをご用意のうえ、お問い合わせください。

　今から20年前、甲州市は樋口一葉ゆかりの地であることから、日本銀行
より5千円札の最初の製造券（最初から5番目）を寄贈していただきました。
　そのご縁から、7月3日の新紙幣発行開始に伴い、日本銀行より5千円札
の最終製造券（最後から3番目）も寄贈していただきました。
　貴重な展示機会となりますので、ぜひご覧ください。

展示場所　甲州市民文化会館	歴史民俗資料室
開館時間　月曜・祝日を除く午前９時～午後５時
※開館時間は変更となる場合がありますのでお問い合わせください。

◆イラストや写真が得意
◆web知識が豊富
◆雑誌の校正や編集経験がある方
◆移住者大歓迎!!
◆知り合い・仲間づくり
　甲州市のことをもっと知りたい、貢献した
いという方もお待ちしています。
	政策秘書課	地域未来戦略室　☎32-5037

※窓口へお越しの場合は事前にご連絡ください。

seisaku@city.koshu.lg.jp（随時受付） 	生涯学習課	公民館担当　☎32-1411

樋口一葉 5千円札の最終製造券を展示


